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「大地震暦年考Jの元禄地震記事について

幕末の安政2年 （1855〕10月2日の夜、江戸を中心と

して関東平野の各地に大きな被害をもたらした「安政

江戸地震』は、プレート内地震、いわゆる直下型地震

の規模の大きなもので‘あった。江戸では本所、深川、

浅草、下谷などの現在の下町地区と、小右川、小j川町、

日比谷など、江戸城の東と北に隣律する地域で被害が

大きかった。死者はおよそ 1万人であったと推定され

ている。海溝型プレート問地震であった元禄地震

(1703）と大正関東地震（1923）と合わせて、1ぽ)3年の江戸

開府以来現在までの400年間に江戸・東京を縫った3大

地震の一つである。

この安臨工戸地震の直後、わずか2. 3ヶ月の聞に、

総絵と呼ばれる 枚刷りの瓦版形式の出版物が爆発的

に発行された。地震の神とされる鹿島明神が、要右 （か

なめいし〉によって総を押さえるという図柄を基本と

している。これとは別に、 i工戸の知識，人たちによって

地震という現象を様々に論じた冊子が刊行された。服

音附完封窓の陪現主貝度哲剥、仮名士亘魯文の『安政見閣誌』、

宮崎成身の 『宇晃耳恵草 ｛みききぐさ）』、斎藤月号 （げ

っしん）の 『武江地動之言回などがその代表的なもの

である。今回取り上げた 『大地震暦年考』 もこのよう

な冊子の一つである。

この冊子は安宜野エ戸地震諺を生の翌年・安政拝 （1臨）

に山崎久作によって緑話集されたもので、日本ヰ喬樽正 （く

れまさ） EllTの石坂甚十郎が版元になっている．最初に

北峯関人の「地震弁説」、菱；崩某による「地震西洋の

弁」、 i朝団某による「地震詰1J知の弁」の各章が霊訪、れ、

有識者による地震に関する一向慰霊命が展開されている。

そのあと、 「元禄突未大地震の古図」、 円安太利亜 （イ

タリア）国地震の図」、 「震雷よけ属鉱盆 （とのづくり）

の細図」、 「農家雷＠.よけの図」、 「洪浪あげ引きの

図」 「文政十一年越後国大地震書簡の写し」、 『夫武

天皇代より安政二年迄地震雷水津波の事」の意が続い

ている。この章立てからみると、地震の事例を、我が

園の過去の歴史だけからではなく、外国の例をも紹介

し、さらに耐震・耐雷を考えた建造物の考察、それに

雷や風など地震以外の自然災害にも対策を考慮すると

いう、広く民衆への啓蒙という使命を意識した刊行物

になっている。

右の絵図は、 「元禄失未大地震の古図」の重であっ

て、大正関東震災と同じく海溝型巨大地震で‘あった元

禄16年（170'.3)11月23日の午前3時頃に起きた「元禄地震江

の事を伝える絵入りの原古文書を復刻したものである。

原文書の破慢の部分はそのまま忠実に再現して版本化

されている。

では、そこに書かれた文章 を読んでみよう。 「十一

月廿二目、宵より電 （L、なづま〉強く、夜八つ時 〈午

前 2時〉地鳴る事、雷の如く、大地震、戸陽子侭ljれ家

は小船の浪に動くがごとく 。地二三寸より所により五

六尺ほどわれ、砂をもみあげあるひハ水を吹き出した

る所もあり。石垣 くづれ、家蔵つるサ1、穴蔵ゅりあげ

死人おびただしく、なきさけぷこえ街 〈まち〉に。又

所々くづれたる家より失火あり。八時すま尊重浪ありて、

房総人馬多く死す。内川ーはい （L、っlまし、〕さし戻る

四度あり。止ヒ時より数度の地震あり。キ目州小田原ハわ

けでおひ’ただしく口のもの凡二千三百人。小田原より

品川まで壱万五千人。駿州、｜十万人、江戸三万七千余人。

（以下小字）内廿九日火災のとき両国橋にて死するもの

七百三＋九人。 （以下大字に震る〕この時三十三間堂

くつがえる。廿四日夜より雨ふり明 〈あけ）がたにお

よびてゆり止む（以下和歌）J。

現在語に近いのでほとんど環解できるであろう。本

震は23日の午前2時頃起きたが、前夜、稲光カ汚盆かっ

た、とし、う記事は前当医見象の記載として注目に｛直する。

液状化が起きたのであろう、地割れを生じて地中から

砂や水の吹き出しがあった。地震のあと津波があり、

江戸市中の川が両岸いっぱいの高さまで溢れ、引いて

は文溢れることを4回繰り返した。小田原が特に地震

の被害が大きく 2,300人の死者を数えた。地震の6日後

の29自には火災を生じ、両国橋のところで739人が死ん

だというのは大正関東震災の布矧師置へ逃げ込んだ群衆

が火災に行 く手を阻まれて大量死を生じた事故を連想

させる。

この文の最後に記された三十三間堂というのは、江

戸j奈川の富岡八幡宮に隣接して、京都の三十三間堂に

模して建てられた南北六十六間・東西田聞の堂舎で、

京都のそれと同じように通し矢の行事カ匂すわれていた。

この三十三間堂も車副到したというのである。

その下に措かれた絵には、車云倒した家屋がたくさん

儲かれているが、 1ページ目下の方に「かんおん」と

書かれた建物は倒れていないことに注意したい。浅草

寺の観音堂は自然堤防の上に立っていたためか無事だ

ったのである。また2ページ自の右端は小川町、左側

には「この辺丸の内」とあって、この聞は砂の帯で結

ばれている。この間で液状化が激しかったことを表し

ているのであろう。 3ページ自は「青山」 、 「あたご

山」 、 「増上寺」の注記があるが、このページに描か

れた家屋ば前の2ペジのそれより被害の程度が少ないロ

現在の港区に相当するが、ここは地盤が比較的強く、

小さい被害程度で済んだのであろう。

「大地震j蜜年考」の記述と挿絵をよく見れば、事実

に忠実に縮かれたものであることが了解される。

都司嘉宣〔東京大学地震研究所助教授｝
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　全国の火災状況は、これまで年間約６万件前後で推移してきてお

り、平成17年は 57,460 件であった。その内訳を見ると、建物火

災が33,049件と最も多く、約６割を占め、この内のさらに約６割を、

住宅（一般住宅、共同住宅及び併用住宅）火災が占めている。

　また、火災による死者数は、年間約２千人前後で推移し、平成

17年は 2,195人で、前年比191人増加し、中でも住宅火災におけ

る死者数は、建物火災の約９割を占めている。

　一方、住宅火災による死亡率（人口10万人あたりの死者数）は、

過去10年間 0.7～ 0.8 程度で推移していたが、平成17年には0.95

となり、データの存する昭和54年以降、最悪を記録している。

　また、住宅火災による死者のうち、65歳以上が全体の約半数を

占めており、高齢化社会を迎える我が国において、今後死者数の増

加が懸念される。

　火災による死者を減らすためには、火災の早期発見が最も効果的

である。そこで東京都では、消防用設備等の設置義務のない住宅に

対して、全国に先駆けて火災予防条例を平成16年３月に改正公布

し、住宅用火災警報器の設置義務化等による住宅防火対策を推進し

た。その後、住宅防火対策の重要性が全国において認知され、住宅

用火災警報器の設置義務が法制化された。今後の設置率の上昇によ

る効果が期待されている。

　また、住宅用途以外の建物に対する施策として、建物利用者の安

全情報を求める声と建物関係者の自主的、意欲的な努力を公的機関

に認めて欲しいという両者の声により、東京都では『優良防火対象

物認定表示制度』を平成18年 10月１日に施行した。当該制度に

おいて認定されるためには、法令基準に適合することは当然として、

多様で複雑な個々の建物の実情に合わせた建物ごとの自主防火対策

が必要となり、建物管理者自身が考え実行することが必要となる。

自主的に防火に向き合う姿勢が求められることから、防災に対する

意識の向上にも寄与するものと考えられる。今後、住宅用火災警報

器設置義務の全国化と同様に、当該制度の全国への普及が期待され

る。

最近の火災状況と対応策について
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　私が生まれ育った故郷は、岩手県下閉伊（し
もへい）郡田老（たろう）町である。昨年、
隣の宮古市と合併し、今は宮古市田老となっ
ている。本誌の読者の方ならご存じの方も多
いと思うが、わが町田老は、「津波太郎（田老）」
と呼ばれるほど、津波の辛酸を舐め尽くして
きた町である。古くは貞観 11年（869 年）の
記録があるが、過去幾度となく大津波が押し
寄せ、そのつど全町（村）破壊の憂き目に会っ
てきた。近世では、明治 29年（1896 年）６月
15 日、そしてそれから僅か 37年後の昭和８
年（1933 年）３月３日に大津波が来襲した。
　明治の大津波は、典型的な津波型地震と
呼ばれる地震により引き起こされた。海底が
ゆっくり、しかも大変動するので、震度は小
さいが大津波を引き起こす非常に恐い地震で
ある。旧暦５月５日の端午の節句を祝ってい
た家々に、午後７時過ぎ、震度２～３程度の
地震があった。その 45分後に、波高 15ｍも

の大津波が押し寄せてくることを誰が予想し
たであろうか。全くの不意打ちである。この
地震のマグニチュードは 8.5 と言われている。
結果は、「全滅」である。死者・行方不明者
が 1,859 名、生存者はたったの 36名であった
（沖合で漁をしていた漁師 60名も助かってい
る。）。私が子どもの頃（1950 年代）に、明治
の津波を体験したお年寄りに会ったことは一
度もない。この不意打ち津波により、三陸沿
岸全体で何と 27,000 人の方が犠牲になった。
　恐ろしい惨禍をもたらす海は、しかし、ま
た豊かな幸をもたらす海でもある。近隣の人々
が再び集まり始め、豊かな幸と懸命の努力の
結果、田老は復興していった。私の両親に言
わせると、そうして「蔵が建つようになった
（豊かになった）」頃、再び惨禍が襲った。昭
和の大津波である。今度は震度５の強い地震
で、揺れる時間も長かった。夜中の２時半頃
であったが、かなりの人が津波を警戒し、起
きて逃げる準備をしていたため、30 分後に
押し寄せた津波による犠牲者は明治より少な
かった。しかしそれでも911名の方が亡くなっ
た。生存者は 1,828 名である。家屋は再び破
壊され尽くした。津波後、人々は満州移住も
検討したという。しかし、揺覧の地は去り難く、
再びこの地にとどまり、村民一体となった復
興対策が進められることになった。このとき
生き残った人々が強く決意したことは、「防災」
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を徹底しようということである。75才の関口
松太郎村長の卓越した指導力、決断力のもと、
一致団結した村民は、県や国の協力を得て、
次の施策を実行することとした。
①高台への避難を容易にするため、区画整理
を行い、道路幅 7.2 ｍの道路を整備し、整
然とした町並みにすること。
②１km超の防波堤を築くこと。
③防潮林を育てること。
　なお、上記①、②による減歩率（公共事業
によって地権者が提供した所有地の割合）は
25％に達する。
　以上のハード面の他、ソフト面としては、
３月３日を防災の日と定め、犠牲となった方々
の冥福を祈ると共に、全村で津波避難訓練を
行い、子ども達には津波経験者の体験談を聞
かせるなど、学習を徹底させることとした。
子供心には、この津波の体験談ほど恐ろしい
ものはなかった。すぐそこに津波の白い波頭
が見えるようであり、流されていく人々の助
けを求める声が聞こえるようであった。子ど
も達は、枕元にはいつでも逃げられるよう着
物をたたんでおくこと、持って逃げるものを
決めておくこと、地震が来たら津波を警戒す
ること、警報が出たら一目散に指定された高
台に避難すること、などが徹底的に教え込ま
れた。何かの用事で内陸の盛岡に行ったとき
などは、子供心ながら、「ああ、今日は津波を

心配しなくてよい」と、大安心して眠りに就
いたことを思い出す。それほど津波に対する
警戒心（恐怖心）は強いものがあった。
　今は地震の後３分以内に、津波の心配があ
るかないか、あれば注意報か警報が出るよう
になっている。また防波堤も二重三重に整備
され、最新の防災情報施設も設置されている。
したがって、昔とは比較にならないほど防災
の体制は整ってきている。しかし、こうした
ハード面の充実も大事であるが、もっと大切
なものはソフトの面、人の心の面の充実であ
る。津波で両親を亡くした父は、常に、「天
災は忘れた頃にやってくる。だから忘れるな」
と言っていた。津波当時は小学校一年生だっ
た方ももう 80才である。津波の「語り部」は
どんどん減っていっている。この人達のお話
をＤＶＤなどに収録し保存していく必要があ
る。経験者の話ほど説得力のあるものはない。
しかし、忘れなくても、津波はいつか必ずやっ
てくる。人的被害は、過去の津波ほどではな
いにしろ、必ず出よう。また物的被害はすさ
まじいものとなろう。ここで我々がもうひと
つ学ばなければならないのは、我々先輩の「不
屈の心」である。防災は大事であるが、それ
でも災害は必ずやってくる。その時、歯を食
いしばってその困難を乗り越えていった我々
先輩の「強い心」も、「防災の心」と共に学ん
でいかねば、と思う。
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見ると、経済・生活問題と勤務問題の増加率が高

い。

２）不況との関係

　日本の戦後の自殺者の増加は、いずれも不況を

契機にしている。完全失業率と自殺率の年次推移

を見ると、男性で明らかな相関があることがわか

る（図１）。倒産やリストラで職を失う人も少な

くないが、無職の男性では、職に就いている男性

よりも自殺のリスクが５倍以上高い。失業心理学

研究によれば３年以上持続する失業は、確実に生

き甲斐を奪い、自殺のリスクを高める。

　しかし国際的に見ると、失業率の高さと自殺

率が必ずしも比例するわけではない。失業補償が

セーフティネットとなって、自殺率の減少に成功

している国もある。自殺予防を、医療・保健対策

の枠内だけで位置づけていては限界もある。

１．はじめに

　自殺が社会問題となっている。自殺の要因はさ

まざまだが、精神疾患とりわけ「うつ病」との関

連が注目されている。そしてそのうつ病患者には、

かなりの確率で睡眠障害が見られる。

　そこで、自殺とうつ病と睡眠障害の関係を解説

し、睡眠時間と労働環境の視点を交えながら、日

本における自殺問題を考察する。

２．日本における自殺問題

１）自殺者数の推移

　世界の人口 65 億人のうち毎年 100 万人が自殺

している。世界の人口の 1/50 を占める日本人は、

世界の自殺者の 1/30 を占めている。過去最悪と

なった 1999 年は 33,048 人が自ら命を絶ち、人口

10万人あたりで示す自殺率は 26.1 人になった。

　警察庁の統計によれば、1978 年から 1997 年ま

で、自殺者数はだいたい２万人台の前半で推移し

ていた。しかし、特にバブル崩壊後自殺者は急増

し、1998 年には一挙に前年比 1.35 倍の 32,863 人

に達した。年代では 19歳以下と 50歳代の増加率

が、他の年代の増加率を上回っている。動機別で

＊かゆかわ ゆうへい／名古屋工業大学大学院産業戦略工   
                               学専攻 教授／名古屋工業大学保健
                               センター センター長

自殺とうつ病と睡眠
粥川 裕平＊

図１　失業率と自殺（日本）



し、それを促進している点に着目しなくてはいけ

ない。

　精神疾患の中でも、生涯罹患率が約５人に 1人

と最も高いうつ病は、自殺との関連が特に注目さ

れる。うつ病に罹患すると、それまでの普通の社

会生活が営めなくなり、その結果、自信喪失に陥

ることに注目しなくてはいけない。先進国におい

ては、うつ病の発症頻度の増加によって、生産性

の低下、休業補償、そして自殺者の増大という巨

大な社会的損失に直面している。

　うつ病は完治する疾患なので、その正しい治療

がなされることと、そもそもうつ病にならないよ

うにする対策が求められる。そしてそのことが、

自殺予防にも直結していることに留意すべきであ

る。

２）うつ病の特徴

　うつ病とは、気分障害の一種であり、抑うつ気

分や不安、焦燥、精神活動の低下などの精神症状、

食欲低下や不眠といった身体症状などを特徴とす

る、精神疾患である。かつては、うつ病は心の病

といわれたが、今日では、うつ病は「脳と精神と

身体の全身性疾患」という捉え方が提唱されてい

る。

　うつ病の原因は、ほかの疾病と同様、個体と環

境の相互作用によるが、素因よりは、環境要因、

特にストレスの強度が大きな要因として考えられ

ている。うつ病発症のストレス要因としては、納

期の迫った知的労働、長時間の頭脳労働といった

業務起因性ストレス、失恋、離婚、死別、失職、

定年等の喪失体験といったライフイベントが主な

ものである。

　うつ病の診断は、「気分が憂うつですぐれない」

「興味や関心が薄れて楽しめない」「疲れやすい」

という３つの症状のうち２つが、２週間以上持続

する場合になされる。

　重症度によって異なるが、精神症状としては主

に、抑うつ気分、気分の日内変動、悲哀、絶望感、

不安、焦燥、苦悶感、自殺観念、自殺企図、心気

妄想、罪業妄想等があり、抑制症状と呼ばれる行

３）自殺は止められる

　世界保健機関（WHO）が 2002 年にまとめた 99

カ国の自殺率を見ると、旧ソ連諸国が上位を占め

ているが、日本はG7（先進７か国）各国では２

位フランスに大きく差をつけての１位となってい

る。

　国別の自殺予防では、フィンランドでは自殺率

20％減を目標に掲げ、1992 ～ 96 年に医療関係者

の教育や市民への啓発活動などの自殺予防策が実

施された。その結果、実施前と比較して９％減ら

すことに成功した（最悪期との比較では 20％の減

少）。スウェーデンでは 1993 年に自殺と心の病気

に関する国立センターを設置し、啓蒙・普及活動

を行っている。その結果、1990 年から 2000 年の

間に男性の自殺率は、10万人あたり 25人から 20

人に下がった。

　こうした経験に学び、日本でも自殺予防対策が

始まってはいるものの、まだまだ不十分である。

日本の持つ社会的な背景を考慮した、自殺予防対

策を実施しなければならない。

３．自殺とうつ病の関係

　うつ病の社会的および経済的損失は、高血圧、

糖尿病などの慢性疾患を遥かにしのぐ甚大なもの

として、世界銀行もいち早く注目し、1990 年から

うつ病の発病率を報告している。もちろんうつ病

に罹患すると、自己評価が著しく低下するので絶

望感に支配され、自殺念慮をしばしば伴う。

　ここでは、うつ病について自殺との関係や特徴

について考える。

１）自殺との関係

　精神疾患で自殺の危険性が高いものは、統合失

調症、アルコール依存症、そしてうつ病で、この

３つの疾患の自殺完遂率は、いずれも 10％を越

える。精神疾患そのものに自殺親和性があるとい

う一面も否定できない。さらに、精神疾患を長期

に患うことによる失職、生活の不安定、経済的不

安などの社会的ハンディが、ますます生きづらく
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防げるわけではない。

　うつ病は完全に回復する病相性疾患であるが、

うつ病相から完全に脱出したという指標は、１か

月連続して、睡眠、食欲、起床時の気分が良好で、

新聞やテレビに興味を持てて、散歩、買い物、趣

味のスポーツなどに出かけられるような状態にな

ることである。２週間程度の安定で、脱出と判断

するのは時期尚早である。治療の専門家もこのう

つ病からの脱出の指標を理解しているわけではな

く、うつ病の患者が求めるままに「復職可能」と

診断書を書いてしまい、早すぎる復職で再発を招

く事態もいまだに克服されてはいない。

　すっかりうつ病相を脱してから、復職可能の診

断書が出されると、復職判定会議を当事者、上

司、人事課スタッフ、産業医、精神科医で行い、

復職可と判定された場合に、リハビリ勤務（4時

間、6時間、8時間）を３か月から６か月（ケー

スによりそれ以上）行うことになる。復職不可と

判定されれば、引き続き休養できるように主治医

に連絡をする。リハビリ勤務システムの導入によ

り、復職後早期の再発は激減している。外見上普

通にしているように見えても、復職後２年までは、

再発の不安を抱いていることがしばしばである。

通院や服薬は復職後 1年で終了するケースもある

が、職場でのアフターケアは２年を目途に続ける

ことが望ましい。

　こうしたリハビリ勤務が正式に導入される以前

は、休養加療中に「試験勤務」「ならし勤務」と

称して１～２か月出勤させ、業務遂行を管理者が

見た上で復職可能の判断を行うというインフォー

マルでリスキーな方法を取り入れていた職場も

あった。リスキーというのは通勤時も含めた災害

時の補償がないこと、インフォーマルというのは

労働安全衛生法にも抵触する可能性があるからで

ある。安全配慮義務は治療の保障であり、再発予

防のための復職後の就業時間や業務内容の配慮で

ある。「休養中の試験勤務」をすでに導入してい

るところは、早急に撤廃し、復職決定後のリハビ

リ勤務制度に移行すべきである。
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動の変化が顕れることもある。

　身体症状としては、睡眠障害（特に早朝に目

覚め、寝付くことが出来ない例が多いとされる）、

過眠、食欲不振、過食、全身の倦怠感、疲労感、

吐き気や腹痛、過呼吸症候群、頻脈や心悸亢進、

頻尿、口渇、発汗、眩暈、便秘、インポテンツ、

性行為時の絶頂感喪失、月経不順などの自律神経

や内分泌系の症状が顕れる。

　身体症状の自覚が目立ち、抑うつ状態などの精

神症状の自覚が目立たない状態のうつ病の患者に

は、自らがうつ病であるとの意識がないため、精

神科ではなく内科等を受診し、その結果原因がう

つ病であると発見されないことが多い。事実自殺

完遂者の 90％は、その１か月以内に身体的不調で

内科などの身体科を受診していたと報告されてい

る。

３）うつ病の治療と復職

　うつ病の治療の基本は、必ず完全に回復する病

であることを繰り返し患者に伝え、回復不能感、

絶望感から自殺に至ることのないようにメッセー

ジを送り続けることである。回復に要する時間は、

短くても３か月、平均で 1年はかかることを最初

に告げることも重要である。

　治療の基本は、職場や家庭内でのすべての業務

や役割から解放し、全面的な休息を保障すること

である。業務に関する責任から仕事を休まずに治

したいと希望する労働者も多いが、うつ病の治療

では休養こそ最大の治療手段であることを認識し

なくてはいけない。休養の上での薬物療法でない

と、実際に好転は見られない。

　重症の場合、ストレスから身を遠ざけるために

仕事を休むなど、しっかりとした休養を取ること

が必要になる。また、場合によっては入院を要す

る。ストレスケア病棟での休息入院とうつ病に関

する認知療法、集団療法などはとても効果的であ

る。特に自殺の危険が高い場合などには、医療保

護入院という本人の意思によらない強制的な入院

（家族、保護者等の同意は必要）が必要になる場

合もある。ただし、入院によっても自殺が完全に



４．うつ病と睡眠の関係

　うつ病発症・再発の危険因子としての睡眠障害

が近年注目を集めている。以下ではうつ病と睡眠

の関係について、長時間労働による睡眠時間の減

少という切り口で探る。

１）うつ病に伴う睡眠障害

　WHOによれば、先進国で生活に支障を来す疾

患の中で、虚血性心疾患に次ぐ第２位の位置にあ

るうつ病は、2020 年にはその位置を第１位にする

と予測されている。うつ病を始めとする気分障害

は、長期の休業だけでなく、自殺による甚大な社

会的損失をもたらす。

　うつ病に随伴する最も一般的な睡眠障害は不眠

で、うつ病患者の80％から85％程度で認められる。

典型的には中途覚醒が頻回または長期化したり、

早朝に目を覚ましたりする。入眠障害型不眠が起

きることもある。一方うつ病の 15％から 20％程

度で過眠を発現することがあり、日中の眠気や疲

労感が増大したりする。さらに気分障害になりや

すい患者の場合、これらの睡眠異常は症状の消失

後も持続する、あるいは初回のうつ病の発症前に

認められることもある。

２）24時間型社会と健康障害

　徹夜や夜なべが美徳とされる「睡眠軽視」の国

である日本は、この 40 年間で確実に夜型化が進
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行し、睡眠奪取社会に陥っている。加えて「24時

間社会」「国際化社会」の名のもと、最近ますま

す交代勤務や夜勤労働が広がっている。

　厚生労働省が５年に１度行っている「労働環

境調査」によると、深夜労働には労働者全体の

20.7％が従事し、そのうち体調不良を訴える人が

36％で、具体的には「深夜労働の期間が長いほど

体調不良が多い」、「医師に病気と診断された人が

17％で、内訳は胃腸病（51％）、高血圧（23％）、

睡眠障害（19％）、肝疾患（13％）」と発表した。

　さらに厚生労働省からは「１か月 100 時間、２

か月平均 80時間、６か月平均 45時間」を超えた

労働者には、産業医による保健指導をさせるとし

た通達が出ている。通達では、長時間労働は、睡

眠時間を減じ、そのことがさまざまな健康障害を

引き起こし、ひいては過労死を生むとしている（図

２）。

　長時間労働は「睡眠不足」につながり、結果と

してうつ病を発生せしめ、自殺に至る危険性が高

い。

３）不眠の要因

　睡眠には、個人差、年齢差、性差、季節変動が

あるが、加えて心理社会的ストレス、心身の病、

飲酒や治療薬などの影響を受ける。わが国では、

日々ストレスを感じるという人が 60％を超えてお

り、不眠を始めとする心身の不調の訴えが多い。

現代人の睡眠障害の特徴を列挙すると、以下の３

つになる。

①あたかも眠りが無駄であるかのように睡眠を

削っている。

②加齢とともに不眠を訴える人が増えている。先

進国ほどその傾向が著しい。

③昼間の良好な運動、適度なストレス、食事、飲

酒などが確実に睡眠に影響する。

　人間が体験するストレスは、戦争、テロ、恐慌、

大災害など、PTSD（心的外傷後ストレス障害）

を引き起こすほど強烈なレベル、職業上では、納

期に迫られる過重労働 (overwork)、長時間の過密

労働 (overtime work)、陰湿ないじめ、ノルマを強図２　厚労省の過重労働対策



５．21世紀の日本の睡眠問題

　平日の睡眠が本来必要とする睡眠時間より 2時

間以上少なくなっている状態が長期化すると週末

に「寝だめ」をしても、疲労は回復せず、昼間の

眠気、集中困難、作業能率の低下、胃腸障害など

心身の不調を引き起こす。睡眠不足症候群は人口

の２％とされているが、慢性的睡眠不足の人は、

５人に 1人と推定されている。1日 24時間をどの

ようにマネージするのか。現代人の健康管理に夜

間の十分な睡眠という視点が欠落している。

　さらにノルマや納期に追われ、休むまもなく、

睡眠を犠牲にして日々働く人々の心身の健康障害

が、メタボリックシンドロームであり、睡眠時無

呼吸症候群である。近年、睡眠不足や不眠が過食

に関連し、その結果生じる肥満が、睡眠時無呼吸

症候群につながるという悪循環を形成しているこ

とが示唆される報告もある。こうした心身の健康

を阻害する現状をトータルに見て今日のわが国睡

眠と健康問題をまとめると、図３のようになる。

６．自殺予防のために

　産業革命以後、労働形態は革命的変化を遂げた。

エジソンによる白熱電灯の発明はそれに拍車をか

けた。特にコンピュータがすべての産業に導入さ

れてからは、10kg以上のモノを持つ労働（肉体労

働）は激減し、頭脳労働中心の労働形態に変化し

てきている。脳はどの程度の使用頻度に耐えうる

のか？マラソン選手の心肺能力、筋肉疲労などの

ように、科学的管理が可能なのか？頭脳労働の現

場で、「頑張れば出来る」という言葉に象徴され

る精神主義がまかり通ってはいないか？そこで、

わが国における自殺予防に関して、いくつかの検

討課題と提言を整理してみたい。

（１）莫大な経済損失

　効率、生産性の影に自殺やうつ病が存在してい

るのだとすれば、生産管理と会社経営を行う首脳

陣は、自殺やうつ病に伴う経済的損失が、日本国

内で２兆円（推計）にも達しているという現実を

12

2007予防時報 228

要するパワーハラスメントなどの重大なレベル、

人生上では、愛する人との死別、離婚、リストラ

や失業、結婚などの中程度レベル、日常生活では

夫婦喧嘩、駐車違反といった軽微なレベルまでい

ろんな段階がある。もちろんストレスの対処能力

には個人差があるが、こうした内外のストレスで

確実に睡眠は障害される。

４）うつ病発症の危険因子としての不眠と睡眠

不足

　先に述べたように、うつ病発症・再発の危険因

子としての睡眠障害が近年注目を集めている。睡

眠障害の訴えのない群に比べて、不眠を訴えるも

のに占めるうつ病の頻度は５倍、過眠を訴えるも

のに占めるうつ病の頻度は 2倍という横断面での

データがある。また、睡眠障害を訴えた人を数年

から数十年追跡した結果、うつ病の発症率が 2倍

から５倍という結果が報告され、睡眠障害自体が

うつ病発症の危険因子であることが明らかとなっ

ている。うつ病が回復した後も、睡眠障害を持続

する場合は、再発率も高いことが明らかとなって

いる。こうした知見から、うつ病の発症予防に睡

眠学的介入が寄与する可能性が示唆されている。

　これだけ重要な位置を睡眠が占めているにもか

かわらず、職場のストレス負荷要因と脳・心臓疾

患との関連についての国内での認識の多くは、長

時間労働による睡眠不足や不眠は、ストレス反応や

疲労の指標という程度の位置づけに留まっている。

図３　今日の日本の睡眠問題
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直視しなくてはいけない。

（２）職域における健康管理

　メンタルヘルスケアの重要性が増しているが、

うつ病の初期兆候に注目して、早期発見・早期治

療を行い、自殺予防に寄与しようというアイデア

は不十分である。うつ病の危険因子としての不眠

（睡眠不足も含む）に注目して、その段階で発症

予防が出来るような介入が必要である。

（３）長期休暇制度の導入

　高度な頭脳は、迫り来る納期と長時間過密労働

による二重のストレスに晒されているので、プロ

ジェクトの完成などの課題達成後は、少なくとも

２か月の休暇制度の導入によるクーリングが必要

ではないか。激増しているシステムエンジニアの

うつ病の予防には、早期の導入が望まれる。コン

ピュータも、携帯電話もない自然な空間で、燦燦

と輝く太陽光を浴び、日の出の後目覚め、日没と

ともに床に入る地球上の生命体が行っている生活

リズムによって脳の疲労回復ができるような健康

管理システムを導入すべきであろう。

（４）強力な自殺予防策の推進

　欧米人はキリスト教の教えもあり、自殺は他殺

と同様「殺人」の罪という死生観があるのに対し

て、日本人は自殺を人生選択の一つとして容認し

たり、自己犠牲の極限として美化したり、一族の

恥だと卑下したりする特殊な文化背景を持ってい

る。これは、仕事観、労働観にも関連しているが、

人生の半分（20歳前後から 60歳前後）程度参画

する労働で、命を削る、命を落とす程の価値はな

いとする西欧型の労働観に学ぶ必要がある。青年

失業者、高齢者などの自殺も相当数を占めるわが

国においては、自殺予防対策会議を持つことは端

緒に過ぎず、実際的な効力のある活動（地域でも

職域でもいくつかのモデルが登場し始めている）

を欧米にもまして推進することである。

７．おわりに

　少子高齢社会に突入したわが国で、世界に誇る

ものづくりの技を伝承し、経済発展を続けるには、

結婚や育児が可能な職場環境が急務であることは

政府財界も認めるところである。人類の拡大再生

産が社会発展の基盤であるという観点を失ってい

ないのであれば、人間こそが最大の資産であり、

「壊れたら捨てる」というモノの様に扱う時代は

前世紀の遺物にしなければならない。ところが最

近の政府・経団連の目論む労働時間無制限の提案

は、少子化対策とは矛盾している。人間の頭脳労

働の中枢であるBrain（脳）も、車のバッテリー

のように過剰に使用し続けると放電ばかりで、作

動しなくなる臓器である。裁量労働制の拡大など

はそのことを認識していない非科学的なもので、

反人類史的ですらある。脳の充電は、数百万年の

昔から、十分な睡眠と余暇によって保たれてきた

ことを銘記すべきである。

　21 世紀のメンタルヘルスケアの最重点課題と

なっているうつ病の爆発的増加とそれに伴う自殺

増加の防止のための科学的解明と抜本的施策が切

望されている。2010 年を目標に 2000 年に策定さ

れた「健康日本 21」の自殺率 20%削減目標は一

向に進展がなく、2015 年に先延ばしされたまま

である。わが国で巨大なパラダイムシフトが今ほ

ど要請されている時はない。政府や財界の首脳が

認識すべき最優先課題の一つであろう。
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１．高齢ドライバーと交通事故

　2005 年における交通事故の死者数は、前年を

487 人下回り、 6,871 人となった。一方、事故件数、

負傷者数は、前年に比べて減少はしたものの、依

然として厳しい事態になっている。注目されるの

は、高齢者が係わる事故比率の増大傾向であるが、

＊すずき はるお／自由学園 最高学部長
                      ／千葉大学 名誉教授

高齢ドライバー事故の
実態と対策
鈴木 春男＊

表１　年齢層別第１当事者（原付以上運転者）の交通事故件数の推移

      　　　   2005 年
  

1990 年      2004 年      2005 年
 増減数 増減率 1990 年

 15 歳以下  731 245 219 -26 -10.6 0.30 倍
 16 ～ 24 歳 203,862 163,029 156,097 -6,932 -4.3 0.77
 25 ～ 29 歳 71,115 108,700 100,552 -8,148 -7.5 1.41
 30 ～ 39 歳 103,741 185,646 182,353  -3,293 -1.8 1.76
 40 ～ 49 歳 110,207 134,755 134,105 -650 -0.5 1.22
 50 ～ 59 歳 70,795 153,748 151,698 -2,050 -1.3 2.14
 60 ～ 64 歳 20,509 60,198 59,990  -208 -0.3 2.93
 65 ～ 74 歳 16,780 70,134 71,885 +1,751 +2.5 4.28
 75 歳以上 3,724 24,664 26,665 +2,001 +8.1 7.16
 65 歳以上 20,504 94,798 98,550 +3,752 +4.0 4.81
 合　計 601,464 901,119 883,564  -17,555 -1.9 1.47
資料出所：警察庁交通局
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なかでもとくに重大なのは 65 歳以上の高齢ドラ

イバーが引き起こす事故の増大である。

　表 1 は、2005 年における原付以上の車両運転

者（第１当事者）の交通事故件数を年齢層別に見

たものである。

　今なお若者（16～ 24 歳）が第１当事者となっ

ている事故件数は多いが、最近の傾向としては、

若者の事故件数は減少傾向（1990 年の 0.77 倍）

にあるのに、高齢者（65 歳以上）の事故件数が

一貫して増加傾向（1990 年の 4.81 倍）にあると

いうことである。前年との増減率で見ても高齢者

は 4.0％増となっており、なかでも 75歳以上の高

齢者の場合には 8.1％増となっている。

　もちろんこの背景には、免許を保有し、運転す

る高齢者自体が増えたこともあるが、それが免許

保有者の増大を遥かに凌ぐ増え方であることを

考えると、高齢ドライバー特有の運転特性が問題

にされるべきことがわかる。

　そこでまず、どんな事故が高齢ドライバーに

多いのかという運転特性の観点から検討してみた

い。

２．高齢ドライバーに多い事故パターン

　1998 年発行（旧版）の「高齢者の安全運転」（社

団法人全日本指定自動車教習所協会連合会発行）

によると、高齢ドライバーに多い事故パターンは

次のように整理することができる。

①事故の多くが交差点内で発生、交差点内とカー

ブでの発生率が高齢者ではより高い

　高齢ドライバーが自動車等の運転中に起こし

た事故は、交差点内が半数以上で最も多く、30

～ 59 歳に比べて、交差点内での事故が１割増、

カーブでの事故が２割増となっている。

②車両相互事故では、出合い頭衝突と右折時衝

突の発生率が高い

　交差点内では車両相互の事故のうち、とくに出

合い頭衝突、右折時衝突を起こしやすく、死亡事

故ではその割合が更に高くなっている。

③カーブでは車両単独での工作物衝突や路外逸

脱を起こしやすく、死亡事故ではその傾向が

更に強くなっている

　カーブでは 30～ 59 歳に比べて車両単独での自

損事故（工作物衝突や路外逸脱）を起こしやすく、

死亡事故ではその傾向が更に強くなっている。

④事故の法令違反別では、一時不停止、信号無視、

優先通行妨害が多い

　法令違反別に 30～ 59 歳と比べた場合、一時停

止違反、信号無視、優先通行妨害等が多く、最高

速度違反は少なくなっている。

⑤致死率は高齢者ほど、しかもシートベルト非

着用者ほど著しく高い

　死傷者数に占める死者数の割合を示す致死率で

見ると、致死率は年齢とともに高くなり、しかも

シートベルト非着用者では異常に高い致死率にな

る。これは、高齢者では、骨格や筋肉の強度が低

下しているために、事故の衝撃に耐えられず（衝

撃耐性の低下）、死亡するケースが多いためと推

定される。

⑥車種別では普通車に次ぎ、軽自動車、原付が

多い。死亡事故では、軽自動車、原付の割合

が更に高くなっている

　車種別では、普通自動車に次いで、軽自動車、

原動機付自転車が多く、死亡事故では、軽自動車、

原動機付自転車の割合が更に高くなっている。
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３．高齢ドライバーの特性

　それでは次に、以上のような事故パターンがな

ぜ高齢ドライバーに多いのかを考えながら、高齢

ドライバーの特性について検討してみよう。

　前掲「高齢者の安全運転」によると、高齢者

の運転にかかわる機能と具体的行動内容および事

故・違反形態は表 2 のように整理できるという（右

折時の事故の位置だけ筆者修正）。

　高齢ドライバーの諸機能の低下が、どのような

具体的な行動内容になって表れ、それがどのよう

な事故や違反を引き起こすのかを示したものとし

て、大変興味深い。ただ、そこでは高齢ドライバー

の特性が、主として身体的特性を中心にとらえら

れていることがわかる。

　高齢ドライバーの特性は、そうした身体的特性

に加えて、もう少し幅広くとらえられる必要があ

り、心理的特性や運転的特性、さらに社会的特性

といった観点も含めて検討する必要があろう。そ

うした観点も含めて、高齢ドライバーの特性を整

理すると、以下のようになる。

１）身体的特性
（１）視力
①動体視力の低下

　車の運転に重要な役割を果たしている動体視力

は、加齢とともに静止視力以上に低下することが

知られている。動体視力は 40 歳代後半から次第

に低下する傾向にあり、特に 50 歳代になると顕

著に低下し、60 歳代以降は更に低下が加速され

るという。

②視野の変化

　高齢者は、視力だけではなく視

野も狭くなるといわれている。そ

のため、運転中に視野の周辺部分

における状況の変化に気付かない

可能性が生ずる。とくにスピード

を上げた場合には、その傾向は一

層増大する。

③コントラスト感度の低下

　目で見て物を判断する際には、

明るさとともにその対象物と周囲

とのコントラスト（明度の差）が

重要な役割を占めるが、高齢者は

若年者に比べ、コントラスト感度

が下がり、明度の差が小さい物体

を見分けることが難しくなるとい

われている。

表２　高齢者の運転に関わる機能と具体的行動内容、事故・違反形態

   機能                具体的行動内容    事故・違反形態

  相手の車を見落とす
 視力 相手の速度を誤認する 出合い頭の事故
  信号・標識を見落とす
  小さな移動体を見落とす　　　　
　認知
  エンジンの音が聞きとりにくい
 聴力 緊急車両の接近が分からない
  踏切警報音が分からない 一時不停止

 判断・決定の情報処理に時間がかかる 信号無視
　判断 とっさの判断の遅れや誤りが生じる 右折時の事故
 複雑な情報処理が苦手である 優先通行妨害

 瞬間的対応ができない ハンドルやブレーキ
 機敏で巧みな行動がまだできるという の操作不適
　操作 錯覚がある
 認知から操作に至る時間が遅れる
 意識に行動が伴わない
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④暗順応の低下

　暗順応とは、いうまでもなく明るい所からトン

ネル等の暗い所へ入った際、初めのうちは物がよ

く見えず、だんだんとよく見える状態になること

をいい、明順応とは暗い所から明るい所への順応

をいう。高齢者は、若年者に比べ、暗順応の反応

が遅いため、しばらくの間見えづらくなる傾向が

あるといわれている。

⑤眩惑の増大

　夜間など、対向車のライトを直接目に受けると、

まぶしさのために一瞬視力を失った状態になるこ

とを眩惑という。眩惑された人が普通の視力に回

復するまでには、 3 ～ 10 秒かかるといわれるが、

高齢者は対向車の前照灯のような突然の明るい光

によって眩惑状態に陥りやすいといわれている。

（２）聴力

　聴力の低下開始は個人差があり、20 歳代から始

まる人もいるが、聴力変化が明瞭になり聴力低下

の進みが速くなるのは一般に 60歳代以降だといわ

れている。ただ、老人性難聴では高音域を中心に

聴力低下が生じるといわれ、運転に関係する会話、

クラクション、警報器などの周波数域では低下が

少ないので、加齢による聴力低下が運転に支障を

きたすケースは比較的少ないという説もある。

（３）反射的反応動作

　比較的単純な作業においては、高齢者と若年者

との反応時間の差はあまり大きくはない。しかし、

高齢者の反応時間には、速かったり遅かったりと

いう「ムラ」が見られる。

（４）判断の速さと正確さ

　ところが、複雑な作業を同時に行う場合には、

認知・判断・動作の速さや正確さが低下すること

を示す資料が多い。情報をキャッチし、判断し、

運転操作をする「選択反応時間」は加齢に伴って
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遅くなる。

（５）体力と衝撃耐性

　握力、背筋力、あるいは両脚力（両足で踏ん

張る力）などの筋力については、加齢により低

下するといわれている。そのために、事故に遭

遇したときには衝撃に耐えられず（衝撃耐性の

低下）死亡しやすくなる。

　高齢者の事故率を推計すると、全年令の事故

率より死亡事故の事故率が高くなっており、こ

れは衝撃耐性の低下が原因だと考えられる。

（６）疲労回復力の低下

　高齢になると、疲労時の回復力が低下してく

る。従って、連続した運転や長時間の運転は避

けるべきである。

２）心理的特性
（１）複雑な情報を同時に処理することが難しい

　高齢になると、既に述べたように、複雑な作

業を同時に行う場合の速さや正確性が低下する

が、それと関連して認知・判断の段階で複雑な

情報を同時に処理することが困難になる。また、

新しい情報に接すると、その直前の情報を失念

するといった傾向が生まれることも指摘されて

いる。従って、左折よりもより多くの情報を処

理しなければならない右折での事故が増大した

り、複雑な交差点での事故が増えたりする。

（２）運転が自分本位になり、相手に甘えがち

　高齢者の運転でよく指摘される事故形態に、

「サンキュー事故」というのがある。高齢者はど

うしても自己中心的にものを考える傾向があり、

他のドライバーが別の意図で行った行動をも、

自分のためにしてくれた行動だと勘違いしてし

まう。

　そして、それに甘え、サンキューとばかり安
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心し、無防備で行動することにより事故を引き起

こしてしまうことがよく生ずるようである。

（３）注意力の配分や集中力の低下

　複数の作業を同時に行おうとする時は、すべて

の作業に均等に気を配らなければならなく、これ

を「注意の配分」という。高齢になると適度に注

意を集中させたり、あるいは適度に注意を配分さ

せて必要かつ適切な情報を収集し、対応すること

が苦手になるようである。

３）運転的特性
　ここでいう運転的特性とは既に述べた身体的特

性や心理的特性とも係わるが、そうした特性が絡

み合って高齢者特有の運転特性として表れたもの

を指す。

（１）過去（若い時）の経験にとらわれる

　人間はだれしも自分を正当化したいという心情

を持っている。だから、自分を正当化し肯定する

情報はすんなり受け入れるが、自分にとって都合

の悪い情報はそれを退けようとする。従って、一

度ある態度をとると、その態度や価値に固執する

傾向がどうしても生まれる。ましてや、高齢者は

何時までも自分が若くありたいと念じているわけ

であるから、どうしても若い時の自分を引きずる

傾向が強い。そこから、若い時の自分のモノサシ

で判断し、行動してしまうケースが多い。

（２）意識と行動のミスマッチ

　経験にとらわれる結果、意識つまり頭で考える

自分の実態と、実際の自分の行動実態との間に大

きなズレ（意識と行動のミスマッチ）が生ずる。

既に述べた身体的特性や心理的特性に実際には変

化が生じているのに、それに気付かず若い時の意

識で運転しているといったことがよく見られる。

（３）「慣れ」と「だろう運転」

　長年車を運転してきたことが「慣れ」を生み、

それがかえって危険性を増すということもある。

　つまり、経験上「車は来ないだろう」、「人は飛

び出さないだろう」といった「だろう運転」が見

込み違いを生み、事故に通じるケースも生まれる。

（４）より小さい車に乗り換えることで身体機能

の低下はカバーできると考えている

　高齢者が自分の身体機能や運転能力の低下に気

付いた場合、よく小さい車に乗り換えるという

ケースが見られる。それまで運転していた普通自

動車をやめて、軽自動車や原付に換えるといった

例である。しかし、運転する車が小さくなっても、

それだけでは身体機能や運転能力の低下をカバー

することはできない。それまで運転したことのな

い車に乗り換える際に、十分な訓練をしないと、

かえって危険性が増す場合もある。

（５）高齢者に見られる個人差

　高齢者の運転能力は大きな個人差が見られる。

60 歳代でも運転能力に重大な問題が生ずる人も

いるし、80歳を越えても問題のない人もいる。

　したがって、年齢だけを基準に運転能力を問題

にすることは難しい。要は、高齢者の仲間入り

をしたら、運転能力をチェックする機会をできる

だけ多くして、自らはもちろん家族その他周辺の

人々も運転能力に気を配ることが大切である。

４）社会的特性
（１）コミュニケーション能力の低下

　高齢者になると、どうしても運転が自己中心的

になることについては既に述べたが、他のドライ

バーとのコミュニケーションがとり難くなるとい

うことも多く見られる。

　ドライバーには運転しながら他の車の動向に気



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■防災基礎講座
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を配り、それとの関係の中で自車をコントロール

することが要求される。また、これまで見てきた

ように高齢者と若年者とはその運転特性に差があ

ることも理解された。そうだとするならば、せめ

て自分が高齢ドライバーであることを他車に知ら

せるくらいのこと（高齢者マークなどの採用）は

最低限の手段としてとるべきであろう。

（２）生活構造の違いからくる特性

　高齢者に個人差が大きく見られることについて

は、運転的特性のところでふれたが、それは個人

の身体的特性や心理的特性に関わって生ずるだけ

ではなく、一人一人の高齢者が置かれている生活

上の特性によるところが大きい。例えば高齢者が

夫婦とも健康で、友人も多く、生活に満足してい

る場合は安全な運転者が多いが、家庭生活の不満

を外での運転によって解消するといったケースで

は事故を起こす確率も高い。

　従って、地域社会の中での人間関係の維持と

いったことが安全に強く結びつくことを理解すべ

きである。地域の仲間で「ヒヤリ地図づくり」に

取組むことの有効性はこうした点にも求められる。

（３）世代からくる特性

　高齢者の特性を論ずるにあたっては、年齢の影

響だけでなく、その人たちがどういう時代に生き

て来たかという世代の影響も考慮に入れなければ

ならない。例えば、モータリゼーションの影響を

強く受けた現在の 50歳代の人達があと 15年後に

は 65 歳以上になるが、その影響を必ずしも大き

くは受けていない現在の 65～ 74 歳の高齢者とは

同じ特性を持つものとは考え難いのである。従っ

て、高齢者の運転特性を考えるに当たっては、現

在の高齢者の特性を見るだけではなく、これから

高齢者になる高齢者予備軍の特性についても見る

必要がある。

４．高齢ドライバーの安全運転と社会

　最後に高齢ドライバーの安全な運転が彼らの

個人的な特性だけでなく、社会的な環境と深く

係わるものであることを簡単にふれて終わりと

したい。

　高齢者のモビリティがその生活実態とどのよ

うに係わっているかを調べてみると、家族形態、

生活満足度、居住年数などと並んで、住んでい

る都市の規模と深く係わっていることがわかる。

　例えば、大都市では地方小都市に比べて免許

を保有している高齢者が少ない上に、中でも高

齢になったからという理由で運転をやめた人の

比率が高い。それに対して小都市では、高齢者

で免許を保有している人の比率が高いだけでな

く、運転をやめたという人はほんの僅かしかい

ない。

　こうしたことから、地方小都市の高齢者は移

動手段の少なさから、かなり無理をして運転し

ているのではないかということが予想される。

　したがって、高齢ドライバーの安全のために

は、シルバー・ドライバーズ・スクールの実施

や免許証更新の際行われる高齢者講習の場で、

運転能力自己チェックの機会をできるだけ増大

することが重要である。さらに、高齢ドライバー

が旅情報を交換したり、お互いの運転能力を

チェックし合ったり、更には危険個所の実態を

調査し改善提案を行ったりすることを目的とし

たクラブ活動の発足なども重要な施策として提

案される必要がある。そして、そうしたクラブ

活動の一環として、運転が難しくなった高齢者

に対してボランティア活動として足の提供がで

きれば、無理をして危険な運転をすることがか

なり解消されるのではないかと考える。
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じめとするステークホルダーへの経営責任という

視点を取り込み、災害応急マニュアルをより充実

強化させるという考え方に力点を移している。一

般的には災害応急マニュアルを作っているだけで

も評価に値するが、経済環境の変化はステップ

アップを企業経営者に求めている。

（注）2005 年８月に内閣府が出した「事業継続ガ

イドライン第一版」では「近年、企業が計画的・

組織的に災害への備えを行っていることが、取引

先の企業や市場から高く評価されてきていること

も重視すべきである。中でも、欧米企業も重視し

ている事業継続の取り組みを企業が推進すること

が、企業価値を高める観点から有効であるとの認

識が拡がってきている。」と指摘されている。　

　帰宅困難者対策についても、従来はひたすら

夜っぴいてでも帰宅するという考え方が主流で

あった。現在は「むやみに移動を開始しない ｣と

され、家族・知人の安否確認を前提に、むしろ就

業先にとどまり地域防災活動に参加すべきとの考

え方に変わっている。

　実際、図１の通り、都心の周縁部で家屋倒壊・

火災等の甚大な被害が想定されているが、この被

災地を踏破し何百万という人々が何十キロという

家路を急ぐというシナリオは現実的ではなく、多

大の二次災害リスクをはらんでいる。また、帰宅

困難者のうち、高齢者や傷病者はまさに救護すべ

き災害弱者であるが、ビル街で為す術なく座り込

んでいる健康な大人が、本当に救護すべき被災者

と呼ぶべき存在か再考が必要と言えよう。

１．はじめに

　近年、地震・水害等の自然災害の発生やテロ・

有事等への警戒感から、企業を取り巻くリスクへ

の関心が高まっている。それに伴い、行政による

防災活動に寄せる期待感も高まりつつあるが、実

は防災施策の基本的なスタンスが大きく変化して

いることはあまり意識されていない。たとえば、

①阪神・淡路大震災での経験から「自助・共助・

公助」というスローガンが登場

② 9.11 米国テロを契機に事業継続（ＢＣ :Business 

Continuity）計画を日本にも導入

③帰宅困難者対策では従来の帰宅最優先から「む

やみに移動を開始しない」という原則へ（首都

直下地震対策大綱；2005（H17）年９月）

といったことである。

　阪神・淡路大震災以後 10年以上が経過してい

るが、未だに防災は行政による公助が中心と考え

る傾向がある。改めて言うまでもないが、現在は

企業や個人による自助・共助が防災対策の中心で

あり、行政機関による公助はその補完的な役割に

とどまるというのが基本となっている。ところが、

今日でもオフィスビル街のまちづくり団体の代表

者から、公助優先の期待感を耳にすることがあり、

さすがに驚かされる。

　事業継続（ＢＣ）計画（注）については、企業

内の共同体・村社会的な連帯という従来の災害応

急マニュアルを構成する原理に加え、投資家をは

＊みずぐち まさはる／東京駅周辺防災隣組（地域協力会）
　　　　　　　　　　 事務局長／三菱地所株式会社都市
　　　　　　　　　　 計画事業室 副室長

東京駅・有楽町駅周辺における
帰宅困難者対策の現状と課題

水口 雅晴＊



しい防災｣｢企業間の共助｣という新しい考え方を

示した。これを受け、地元の発意として2004（H16）

年１月に防災隣組を設立した。防災隣組は大手丸

の内町会、有楽町々会、内幸町々会の３町会を母

体とし、｢向う三軒両隣り ｣の精神で設置・運営

されているコミュニティ組織である（よく誤解さ

れるが、ビル地権者のみで構成される大手町・丸

の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、いわゆ

る大丸有協議会とは全く別の組織である。）。

　今日、企業は様々なリスクに取り巻かれている。

いわゆる不祥事にはじまり、風聞被害、自然災害、

社会的災害、そして有事・テロに至るまで各種に

のぼる。これらに対し、コンプライアンスやコー

ポレートガバナンスの徹底等に、各社とも取り組

んでいるところである。一方で 2004（H16）年３

月期から有価証券報告書へのリスクに関する情報

の開示が義務化されることとなり、企業はリスク

マネジメントを行うとともに、その内容を開示し、

投資家等ステークホルダーの評価を得る努力が必

要となった。加えて、国内外での災害の頻発に伴

う社会的関心の高まりを背景として、事業継続（Ｂ

Ｃ）計画の策定、更には国民保護（テロ・有事）

についても対応を求められつつある。

３．当地区の企業の防災意識

１）自助・共助・公助
　今日、防災について無関心の企業はない。しか

し、こういった状況認識を踏まえて対策を進めて

いる企業は必ずしも多いとは言えない。阪神・淡

路大震災以来 10年以上が経過しているにもかか

わらず、未だに ｢自助・共助・公助 ｣｢自己責任

｣という企業や個人に課せられた当然の責務が浸

透していない。

　これは私どもの街でも当初繰り返された議論で

あった。｢待っていれば防災機関が大挙して助け

に来てくれる ｣という期待感が一般社員からトッ

プまで聞かれた。そうではなく「待っていても誰

も助けに来てくれない ｣という事実を知らせるこ

とが、私ども防災隣組の主要な仕事となった。そ

　このように、帰宅困難者対策をはじめ、主要な

防災施策の考え方が、様々な場で繰り返し行われ

てきた調査・検討を経て変化しつつある。日頃、

企業内で防災に何らかの関係を持つわれわれが、

まず敏感に変化を認識し、社内外にフィードバッ

クする必要がある。

２．東京駅・有楽町駅周辺での取り組み

　東京駅・有楽町駅周辺地区（以下 ｢当地区 ｣）

のオフィス街で、個々の企業の防災対策ではなく、

｢街としての ｣対策を検討し、進めるべきではな

いかという提案が地元企業から発せられたのは

2001（H13）年である。当初は専ら帰宅困難者対

策が関心事であった。本社や主要事業所が立地す

るこの街では、自社の従業員・顧客向けの対応は

企業において取り組んでいるものの、災害時には

公共交通の途絶により、周辺地区からの避難者（20

万人といった試算もある）も加わり、膨大な帰宅

困難者がこの街に滞留することが容易に予想でき

る。これら不特定多数の来街者への対応を誰がす

るのか、実はこの点についての認識が全く欠落し

ていた。個々の企業の善意ではとてもまかないき

れない数である。

　そこで、当地区の企業が 2002（H14）年に ｢東

京駅周辺における防災対策のあり方に関する検討

委員会（委員長 : 伊藤滋氏（早大特命教授））｣を

設置し、課題を洗い出すとともに ｢ビジネス街ら
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図１　焼失棟数の分布 /中央防災会議想定（2005.2.25）



ニュアルを策定し、大地震等の災害に対するハー

ド・ソフト両面にわたる対策を講じている。これ

によって、非常組織体制の確立、非常用資機材の

強化、食糧・飲料水の備蓄に努めている。

　Ａ社はかなり積極的に防災対策に取り組んでい

るが、このマニュアルで面白い点は、社員の ｢帰

宅計画 ｣という規定はなく、発災が勤務中の場合

は全社員がそのまま非常体制要員となり、休日

夜間の場合はまず決められた駆け付け部隊が参集

し、その他の社員も事情がなければ出社を原則と

している点である。冒頭で述べた通り、最新の施

策は家屋倒壊・火災等の危険な地帯を通り抜けて

帰宅することは回避すべきで、都心にとどまり可

能ならば応急活動に従事すべきとの考え方に大き

く転換している。その意味でＡ社の全社員が応急

要員として防災活動を開始するという体制は先駆

的であると考える。　
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の後も再三にわたり自助・共助の重要性・緊急性

を説明し続けている。

　2006（H18）年３月に地元千代田区が ｢災害対

策基本条例 ｣を公布・施行し ｢事業所の責務 ｣と

して建物施設の一部開放や避難者の一時受け入れ

等について明記した。この街の企業が防災は行政

マタ－と割り切っていた数年前ならば、こぞって

反論したであろうこのような条例化に際し、むし

ろ積極的に自社ビルの一部開放や応急物資の提供

をしたいとの意思表明が、一部の金融機関からも

現れている（一般に金融機関は高いリスク意識

からビル開放には慎重）。遅々たる歩みであるが、

この街では着実に企業の社会貢献というマインド

が定着しつつあるものと歓迎している。

　

 ２）企業の ｢災害応急マニュアル ｣
　防災隣組メンバーのＡ社ではかねてより応急マ

（参考）Ａ社・応急マニュアルの要点
［目的］
　｢大地震をはじめとした災害※から人命及び当社関係施設を防護し、人心の安定と秩序の維持を図る
ため平常時より予防措置を講じるとともに有事後の適切且つ迅速な災害復旧施策の遂行を目的とする。
［※テロ、爆発、大規模火災等を含む］｣
［内容］
　①災害予防計画（｢減災 ｣）：訓練計画、食料・資機材備蓄　他
　②災害応急措置計画：
　　　○非常災害体制の発令、編成等（震度６弱以上は自動発令）
　　　○実行組織：平時の分掌業務組織を基本とした編成
　　　　全員に非常服・安全靴等を貸与
　　　　本店近接居住者は夜間休日応急駆け付けの ｢応急要員 ｣として任命
　　　　（自宅にはヘルメット、安全靴等の駆け付け用備品配備）
　　　　休日等でも原則出社。但し、地域活動に携わる場合等は除く。
　　　○従業員の安否の把握
　　　　　インターネットによる安否確認システム、災害用伝言ダイヤルの利用等
　③防災訓練：毎年、ビルテナントにもご参加頂き総合防災訓練を実施
［主な備蓄食料資機材］
　救出機器　エンジンカッター、エア式ジャッキ、ハンマー、バール等
　応急給水用機器　急速濾過機、井水濾過装置、ポリタンク等
　発電機等　携帯用発電機、非常用電源車（発電用）等
　救護機器　ＡＥＤ、担架、救急医薬用品等
　通信機器　衛星携帯、ＭＣＡ無線、優先電話、専用電話、トランシーバー等
　主食類、缶詰類、保存飲料水



４．関東大震災時の経験

　現在の丸ビルの前身である旧丸ビルの開業が、

実は 1923（T12）年９月の関東大震災のわずか半

年前であったことはあまり知られていない。生き

残った旧丸ビルを拠点に、応急活動が展開された。

臨時診療所を開設し、避難者をビル１階に迎え入

れ、備蓄米の炊き出し、缶詰・パンの配給、受

水槽からの給水等の諸活動が記録されている。そ

れこそ災害応急マニュアルなど未整備であった当

時、備蓄米や釜や薪炭もあったという周到な備え

に驚かされる。その後 80 年間にわたり毎年９月

１日に実施している全社防災訓練をはじめ当社の

防災対策、そして防災隣組の原点はここにある。

５．ビジネス街らしい防災対策

１）防災隣組の活動
　最近、マスコミでも度々取り上げられている防

災隣組だが、もともと参考とすべき ｢企業間の共

助 ｣という雛型やプロトタイプがあったわけでは
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ない。正直に言わせて頂ければ、気の長い大掛

かりな社会実験として防災隣組を設立・運営して

いるのが実態である。2006（H18）年からは、こ

れもひとつの試みであるが、平常時の活動のバリ

エーションとして「防犯・防災パトロール」も開

始した。以下で、それらの概要についてご紹介する。

①平常時の活動は i）ベースとなる活動と ii）ビ
ジネス街らしい活動で構成する。

i）ベースとなる活動

● 防災・防犯まちづくり活動

● 防災訓練（毎年１月 17日開催）

● 防災情報システム導入・習熟

● 啓発広報 （シンポ・講演会等）

● 他団体との連携（全国各都市等）

ii）ビジネス街らしい活動

● 海外の厳しい視線への対応

● 国内都市間競争への対応

● 新しい課題への対応

　・国民保護（テロ・有事）、防犯

　・ＢＣＰの普及啓発

②非常時には、千代田区からの協力要請があった

場合、または震度６以上の地震が発生した場合

に次を行う。

● 防災無線稼動（2007（H19）年５月の千代田区

新庁舎オープンに合わせ導入予定）

　・安否・被害情報収集・伝達、帰宅経路案内、

支援要請　

● 支援場所の開設、支援場所への誘導、要援護者

の救護

● 最小限の食料・飲料水配布 （備蓄倉庫・貯水槽

からの搬出・配布）

● ボランティア統括

● 国・都等行政情報収集

修復工事中の旧丸ビル

三菱臨時診療所



２）帰宅困難者の想定行動パターン
　以上の活動や訓練内容は、帰宅困難者のどのよ

うな想定行動パターンに基づいているのか。防災

隣組として 2004（H16）年度に参加した国交省の

｢大丸有地区モデル事業検討委員会 ｣の資料を参

考までに示す。（次ページ図 6）

６．防災隣組メンバーへのアンケート調査

  防災隣組では地域防災力の把握のため、メンバー

企業に対するアンケート調査を適宜行っている。

その中から、防災隣組の取り組み状況を理解する

ために、参考となりそうな項目について概要を紹

介する。

①飲料水・食料は半分、医薬品・資機材は８割以

上のビルで備蓄されている（2001）。
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③実際の主な活動例として 2005 年度に実施した

次の４つをご紹介する。

図 3　備蓄の有無
図２　防災・防犯ＱＲパトロール：都市再生モデル調査

（2006 年３月）

防災隣組全国会議（2006 年 2月）

事業継続ＢＣセミナー （2005 年 12月）

丸の内らしい訓練：
自転車部隊（2006
年１月 17日）

丸の内らしい訓練：
英語で防災訓練
（2006年１月17日）
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②地区内建物の多くが上水貯水装置を備え、アン

ケート調査に回答したビル分だけでも貯水量は

約１万トンに上っている（2001）。

　上水貯水　合計約 1万トン （雨水貯水 １割強）

③地域の応急対応に貢献できそうな食料・飲料を

少しでも持つ企業は約２／３（2005）。

④被災時の一部ビル開放の可能性があるのは約半

数（2005）。

７．おわりに

　「想定内」「想定外」という言葉を流行語として

目にすることが多い。最近の治水行政で顕著であ

るが、従来の治水対策が「想定内」の規

模の洪水を封じ込める対策を営々と積み重

ね、相応の効果を上げてはきたものの、一

方で毎年の度重なる災害発生により「想定

外」への対処を余儀なくされている。防災

隣組が、2004（H16）年７月の新潟水害の

２ヵ月後に調査のため訪問した自治体のご

担当者から ｢想定外だった ｣とのご説明を

伺った。しかし、この調査の１ヵ月後には

同じ地域が「より想定外」の地震に見舞わ

れた。企業の経営環境が厳しさを増す中で、

旧来の日本的経営の風土では許された「想

定外でした」という釈明は通用しなくなり

つつある。

　幸い当地区は、以前から官民協調

（ＰＰＰ；Private  Public   Pertnership）の精神

に沿い、相互にイーブンな立場で緊密な連

携を培ってきた土壌がある。そこに町内会

=コミュニティを母体とするわれわれ防災

隣組が「企業間の共助」という新しいテー

マを持ち込もうとしている。われわれと同

様に業務市街地で防災街づくりを進めよう

とする他地域の先行事例となれたら有り難

いことと考えている。　　

図 5　被災時の一部ビル開放の可能性

図 4　地域の応急対応に貢献できそうな食料・飲料の保
有状況

図 6　大手町・丸の内・有楽町地区モデル事業検討委員会報告書 ｣H16 国
土交通省
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内部統制法制化の背景

　司会（長谷川）　まず、今日のテーマとの関わ
りを自己紹介をかねて伺いたいと思います。私は
弁護士が本業ですが、その傍ら、企業の社外監査
役もやっています。その関係もあり、今日の座談
会のテーマである企業の内部統制やコーポレート
ガバナンスの問題に、日ごろから関わっています。
　それでは伊東さんからお願いします。
　伊東　私は公認会計士の立場で会計監査を通じ
て、多くの会社の内部統制を評価してきました。
ですから、40年ほど前から「内部統制」という言
葉には馴染んでいます。
　会計監査では、だまされそうになったことも、
実際にだまされたこともあります。その経験を含
めて、今、大学院でビジネスマンの方に講義をし
ています。
　内部統制システムの構築に当たっては、リスク

座談会

内部統制強化で日本の企業は変われるか

　企業の不祥事が後を絶たない。こうした中
2006 年５月に新会社法が施行され、また６月
にはいわゆる日本版ＳＯＸ法（金融商品取引法）
が成立した。これらの新しい法律に共通するキー
ワードとして「内部統制システムの整備」がある。
　リスク管理体制と一体化したこの概念は、果
たして我が国企業の体質を変えることができる
のか。
　そもそも、「内部統制システム」とは何なのか。
なぜこのタイミングで法制化されたのか、企業
はどのように対応すればよいのか。
　このような観点から、新法の趣旨、法制化の
背景と、企業の対応のあり方や課題について議
論した。実効性のある内部統制システム構築と、
それによる企業体質の強化に少しでも寄与でき
れば幸いである。（長谷川）
（この座談会は、2006 年 10 月 12 日に開催されま
した。）

出席者：
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東　    敏
さとし

　中央大学会計専門職大学院国際会計研究科教授／公認会計士

上
うえやなぎ

柳　 敏
としろう

郎　東京駿河台法律事務所弁護士／ニューヨーク州弁護士

 　　　　　　　　　　　 ／早稲田大学大学院法務研究科客員教授

高
たかはし

橋　   均
ひとし  

　新日本製鐵株式会社監査役事務局マネージャー

司　会：
 
長
は せ が わ

谷川 俊
としあき

明　長谷川俊明法律事務所弁護士／本誌編集委員
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アプローチが大切で、ビジネスリスクを管理する
ために、会社はどうすべきかを検討しないといけ
ないと思います。私は、まずリスクマネジメント
体制を強調して、次にそれとの関連でガバナンス
の問題点等を取り上げるという形で教鞭をとって
います。
　上柳　私は 1983 年に弁護士になりました。当
時は豊田商事事件、また 1990 年前後に証券不祥
事がありました。私は、金融商品被害に関する訴
訟、あるいは株主代表訴訟の原告側の弁護士とし
て、幾つかの事件に関わりました。
　現在は金融審議会の第一部会臨時委員として、
今回の証券取引法の改正、金融商品取引法の制定
にも関与しました。日本弁護士連合会の消費者問
題対策委員会の委員も務め、また、早稲田大学法
科大学院で、会社法や金融仲介業者規制法などを
担当しています。
　内部統制の改革、強化によって、日本の企業が
日本の社会のためによりよい存在となって、活力
ある社会、適正な社会につながるようにと思って
います。
　高橋　私は今、監査役事務局に所属していて、
監査役のサポートをしています。
　当社では本年の４月に内部統制システムの構築
の基本方針について取締役会決議を行い、今年の
株主総会招集通知添付書類の中の営業報告書に決
議の内容を開示しました。その内部統制がきちん
と行われているか監査する監査役の、サポートが
私の役割です。
　社外の活動では、日本監査役協会本部スタッフ
研究会の幹事として、本年９月の全国会議で、内

部統制システム監査とスタッフ業務についての、
調査研究の中間報告をしました。来年には最終報
告をすることになっています。
　また、大学院の博士後期課程に在籍して、会社
法とりわけ「取締役の対会社責任」を研究テーマ
にしており、法理論と実務を整合させつつ、研究
をすすめている最中です。
　司会　「内部統制」という言葉は、伊東さんが
言われたように 40年以上前から使われているわ
けですが、ここにきて急に法律が内部統制を要求
するようになりました。しかし、具体的に何をど
こまでやればいいのか必ずしもはっきりせず、企
業は非常に戸惑っているのではないかと思います。
　このようになった背景をどうとらえればよいの
でしょう。
　伊東　1980 年代にまずアメリカで財務不正、会
計不正が多発して社会的な問題になりました。そ
こでトレッドウェイ委員会がどうしたら不祥事を
解消できるか検討しました。その辺からこの問題
のうねりが始まったと思います。
　その後 1992 年に、トレッドウェイ委員会組織
委員会（ＣＯＳＯ：The Committee of Sponsoring 
Organizations of  the Treadway Commission）の
ガイダンスが出て、会計不正を抑え込むために
内部統制の一つの標準を示しました。企業の経営
者がそれを参考にして、できるだけ自分の会社に
あった仕組みをつくり、しっかりとした財務報告
を公表するようになれば、投資家、株主が保護さ
れるというわけです。
　米国からのプレッシャーがあって、我が国でも
法律化されたという流れだと、私は理解していま
す。
　上柳　1990 年代に入って、東西対立がなくな
り経済のグローバル化が進んで、企業の存在が社
会的により大きくなりました。それで人権や環境
に関心を持つＮＰＯやＮＧＯを含め社会全体から
の、企業に対して社会的責任を果たせと要求する
声が世界的に大きくなってきたということも、一
つの背景かと見ています。
　高橋　我々企業の立場から言うと、内部統制は
何かしらの形で従来から行っていたと思います。
それが今、内部統制のシステム構築について法定
化された背景の一つには、大和銀行事件の判決が

伊
東　

敏
氏



大きなインパクトがあったと考えます。
　それからもう一つは、グローバル化の流れの中
で、不祥事を起こした企業に対する信頼が失われ、
企業価値が大きく下がります。企業価値を最大に
高めるために、内部統制の整備と、その運用をしっ
かり行わなければならないという意識が、企業に
も社会にも強くなってきたということがあるので
はないでしょうか。
　司会　たしかにアメリカでは、2002 年にエン
ロン、ワールドコムなどの企業会計上の不祥事が
ありました。日本では 2003 年秋に、有価証券報
告書の虚偽記載事件が発覚しました。また、そ
の後のカネボウの粉飾決算事件などもきっかけと
なり、法律で内部統制システムを要請するよう
になったということですが、日本ではアメリカと
違って、企業会計上の問題に絞ることなく、会社
法にも規定が設けられました。
　伊東　誤解してはいけない点があると思いま
す。1992 年に出たＣＯＳＯの内部統制の概念は
財務報告だけではなく、かなり包括的に企業の経
営管理体制、あるいはリスクマネジメント体制に
ついても言及するなど、経営全般をカバーしてい
ます。
　ただ、財務報告に関わる内部統制はＳＥＣ（証
券取引委員会）が直接干渉する分野で、経営者
が事業活動の経緯なり結果について説明責任を果
たす、いうなれば出口のところを押さえることに
よって、自然に川上の部分の事業活動に関わる内
部統制も、是正されていくことを期待するという
考え方のように思います。
　一方、我が国の会社法は特別法ではないため、
証取法の関係から財務報告の分野だけに絞ること
はできないので、内部統制全般を規定したのだろ
うと思います。

会社法と金融商品取引法の関係

　司会　不祥事を防止するというだけではなく、
積極的な意味で、社会の最低のルール、法律を
守るということが「ＣＳＲ」（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）でもあるとい
う考え方が出てきたのは最近でしょうか。
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　高橋　ＣＳＲという言葉自体を我々が意識した
のは、それ程遠い昔のことではありません。企業
の社会的責任という考え方は昔からあると思いま
すが、それが自社の格付にも影響するとなると、
いいか、悪いかは別にして、やはり意識せざるを
得ないということです。
　一方不祥事を起こさないために、執行部門に対
する監視機能として社外取締役を配置するのか、
あるいは監査役設置会社、または委員会設置会社
を選択するのか、そういったガバナンス体制全体
のあり方が大きな議論のポイントになってきてい
ると思います。
　上柳　今、高橋さんが言われた、格付にＣＳＲ
が影響するようになったということが、最近の特
徴ではないかと思います。
　一つは、市民社会に受け入れられる企業である
ためには、リスク管理・内部統制をしっかりやる
必要があります。もう一つは、投資家あるいは投
資者の環境が洗練され国際化してきたので、企業
の評価としての内部統制が強調されてきました。
その両面が結びついて、法制度に結実したのだと
思います。
　司会　投資家、投資者の側からすると、この会
社は投資をして大丈夫だろうかと考えたときに、
リスク管理体制がどうなっているかということ
は、大きな関心事ですね。
　上柳　四半期にどれだけ収益が上がっているか
ということも大事ですが、継続的に収益を上げて
いけるかどうかという点で、従業員の力を発揮さ
せるという意味での統制システム全体の力に関心
を持たざるを得ないのではないでしょうか。
　司会　コーポレートガバナンスについては、会
社法が内部統制と共に規定していて、そこで要求
しているのは、まず取締役の職務執行のコンプラ
イアンスです。ですから、コーポレートガバナン
スと内部統制を一体として論じているところがあ
ります。また、東京証券取引所は、企業にコーポ
レートガバナンス・内部統制開示を要求していま
す。
　我が国では、会社法を中心に据えつつ、なおか
つアメリカのＳＯＸ法も意識した２本立てになっ
ていますが、これは諸外国と比べてどうなので
しょうか。



スタディー委員会の調査によると、我が国で一番
件数が多い不祥事は談合で、二番目が贈賄とのこ
とです。会計に関しては、粉飾決算など表に出な
いものもあったかもしれませんが、アメリカほど
多くはないようです。
　だから会社法は、会計だけをとりわけ強調する
必要はなく、全般的な内部統制ということを考え
ているのだと、私は受け止めています。
　司会　一番大きなリスクは、やはりエンロンや
ワールドコムの事件のような企業会計上の法令違
反でしょう。あれだけの巨大企業がグループごと
崩壊してしまうリスクが、企業会計上の法令違反
にはあります。
　特に粉飾決算はトップの関与するケースが多い
ため、コーポレートガバナンスから押さえないと
いけないということで、会社法の規定ができてい
るという印象があります。
　上柳　少なくともアメリカは、長谷川さんの言
われるとおり、財務会計上のスキャンダルが一番
大きかったと思います。
　ただ、会社法では、財務会計だけではなく、企
業が悪いことをしないようにということで、大企
業も中小企業も、あるいは公開会社も非公開会社
も同じ整理をしているのだと思います。
　伊東　東京証券取引所で今年の３月決算から、
コーポレートガバナンスのディスクロージャーの
拡充が求められました。その中に内部統制が入っ
ているのですが、どの企業も判で押したように、
一、何々、二、何々と、会社法の項目に沿って書
いているのです。
　私は、20 社ぐらい見てみましたが、財務報告
をダイレクトに取り上げている会社はほとんどあ
りません。会社法の項目に沿うと、財務報告をど
こに入れていいか分からなくなるのでしょうが、
非常に不自然さを感じました。
　司会　新日鐵さんの営業報告書（2006年３月期）
には、出だしに財務報告の信頼性確保ということ
が書かれていますね。それは、ＣＯＳＯの考え方
がベースにあるのでしょうか。
　高橋　それは間違いなくあります。もちろん財
務報告そのものの信頼性は、会社経営の基盤とし
て非常に大きく大事な部分ですから、財務報告を
きちんとすることは、極めて大きな内部統制の一
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　伊東　我が国の会社法は全般的な規定であっ
て、それに特別法として金融商品取引法がぶら下
がっている、あるいは乗っかっているという位置
づけでないと説明できないだろうと思います。金
融商品取引法は特別法として、株式を公開してい
る企業に対する規制ですから、その内部統制は、
監査まで要求するアメリカと同じような体制でや
ろうという考え方だと思います。
　会社法には、業務執行の適正を確保する体制な
ど、体制という言葉がたくさん出てきますが、「財
務報告の適正を確保する体制」という文言は入っ
ていません。それで私は、法務省に「なぜ財務報
告について、明確に表現しなかったのか」聞いて
みました。答えは、「財務報告というのは取締役
の業務執行の部分概念であるから、あえて入れる
ことはしなかった。ただもし、世間で入れるべき
だという声が強くなれば、省令を改定して明確に
することはやぶさかではありません。」というこ
とでした。
　司会　会社法では規律上、公開会社と非公開会
社に分けたり、会計参与という役職を新たに導入
しました。事業報告中で監査役・監査委員を紹
介する欄（株式会社の会社役員に関する事項）で
も、財務及び会計に関する相当程度の知見がある
ときはそれを事業報告の中に書くとか、今までは
なかったことです。
　会社法で内部統制というとき、やはり一番念頭
に置いているのは、会計不祥事の防止だと思いま
す。形式上は、法令違反を全般的になくすような
体制とはなっていますが、いかがでしょうか。
　高橋　数年前に行った日本監査役協会のケース
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つですし、リスクを未然に防止することにもなる
という意識が強くあります。

内部統制システムとしてのヘルプライン

　司会　コンプライアンス体制というときのコン
プライアンス自体は、法令を守るということで当
たり前のことです。それを体制にしなければいけ
ないのだと思います。
　ＣＯＳＯの場合は、それをマネジメントシステ
ムの中へＰＤＣＡ ( Plan , Do , Check , Action ) で
組み込んで、投資社会にわかりやすく説明しなさ
いということだと思います。その際、システムに
何を盛り込めばいいのでしょうか。必須のファク
ターは何でしょうか。
　伊東　会社の規模、あるいはビジネスの内容に
よって守るべき法律や規則には、大きな格差があ
ります。私が関与している会社で、法律関係を調
べたらおよそ 250 もあると言います。何かが出た
ときに対症療法で処理をするというのでは、リス
ク管理ではありません。その関係法規について、
どの部署でどういうリスクがあるか識別しないと
いけません。
　しかし、そういうことを今まであまりやってこ
なかったわけです。また、大企業は人がいるから
できるけれど、わが社では無理だという話もあり
ます。しかし中小企業でも、弁護士のアドバイス
を受けながら、どういうルールが一番問題になる
か、リスクの高いのは何か検討することはできま
す。問題は経営者がそういう意識を持つか持たな
いかです。
　本当に重要なことは、リスクを 20～ 30項目に
絞り込むことです。あるいはもっと絞れるかもし
れませんが、それを毎期継続的にチェックしなが
ら対応していけば、企業の体制はぐんと強くなり
ます。
　私は、「戦略・事業リスク」、「コンプライアン
スリスク」、「財務報告リスク」をビジネス上の三
大リスクと言っています。
　戦略・事業リスクはリスクテイキングそのもの
です。リスクテイキングとリスクマネジメントは
裏腹の話で、当然一体になってやらなければなり

ません。リスクテイキングは、コンプライアンス
を忘れてやると暴走して命取りになりますから、
リスクテイキングの条件として法律・規則等を守
らなければなりません。そして、財務報告は事業
活動の経緯や結果を説明する責任ですから、三つ
のリスクは相互に関係しているので、全体をリス
クマネジメントしていく必要があります。
　司会　内部統制にコストをかければ、強い競争
力のある企業になりえますが、アメリカにはコス
トがかかり過ぎるという声もあります。
　伊東　そのためにも重要なリスクに焦点を合わ
せておかないと、労力やコストが大変なことにな
ると思います。
　コストがかかり過ぎると言うのは、財務諸表か
ら入るからで、財務諸表の重要な勘定科目に関連
する業務フローの中の、どこにリスクがあるかと
いうことをしらみつぶしに調べることに原因があ
ります。そうすると、非常に多くのリスク要因が
出てきて、対応にコストがかかるわけです。
　そうではなく、経営者が経験と勘、それから他
社の事例などをもとに、リスクの識別をすべきで
す。どれが重要なリスクか、経営者が分からない
はずはないので、そういうアプローチで対応すべ
きリスクを選定すれば、コストがかかり過ぎるな
どということはありません。
　ただ、こういうアプローチ自体には、見落とし
のリスクがあるかもしれません。しかし、それは
ＰＤＣＡサイクルで管理していけば大過ないと思
います。
　司会　経済産業省の研究会が 2005 年８月に出
したガイドラインでは、ヘルプライン（内部通
報・相談窓口）を内部統制システムの前提として
いるようですが、ヘルプラインについてはいかが
でしょうか。
　高橋　内部統制を具体的に整備・運用する手法
は、各企業で異なっていていいと思います。ヘル
プラインを設けるのも一つの方法でしょうが、社
内の風通しが良くて悪い情報もトップまできちん
と上がる自信があれば、ヘルプラインを必ず持た
なければならないとまで考える必要はないと思い
ます。
　上柳　ヘルプライン設置自体のコストはあるに
しても、あまり労力を使わずに済みますから、ヘ



す。ですから、私は今の新日鐵さんのようなやり
方がいいと思います。
　上柳　私は、法律上の建前からは、通報窓口
を監査役室に置くべきだと思いますが、幾つかの
ルートがあった方がより良いと思います。
　高橋　会社によかれと思ってやった通報が、人
事の処遇面でマイナスとなることなく、きちんと
会社として対応してくれるという相互の信頼関係
がないとだめだと思います。その信頼感を得るた
めには、通知窓口を独立性の高い監査役室にした
方がいいのか、会社の執行部門でも信頼が保たれ
るのか、あるいは全く第三者の弁護士事務所でな
いと効果がないのか、見極める必要があると思っ
ています。
　報告・通報という面では、わが社では各事業部
門に対して、事件・事故が発生したり発生しそう
になったときには、迅速に監査役に報告すること
を徹底しています。子会社に何か不祥事が起きた
場合でも同様です。また会計監査人にも、疑わし
い事実が発見されたら原因等を検討する前に、直
ちに報告してもらいたい旨、お願いをしています。

グループ企業の内部統制のあり方

　司会　今、企業のグループ化が進んでいますが
グループとしての内部統制システムの考え方はど
うあるべきなのでしょうか。
　伊東　たとえばリスクの洗い出しにしても、グ
ループ全体でいかに効率的に行うかということ
は、簡単なようで難しいことです。リスクの概念
を共有し、その共有した概念をしかるべき役職以
上の人に浸透させなければいけません。
　経営者は自分勝手にリスクを考えがちですか
ら、共有した概念を周知徹底させることを通じて、
企業の文化ができていくのだろうと思います。
　子会社は親会社のことだと一生懸命やります。
それが行き過ぎて不祥事を起こすという例が、い
ろいろ起きているわけです。ですから、グループ
内で統一的な仕掛けをつくることが大事だと思い
ます。子会社のトップ層はそういう意識を持って、
リスクオーナーにならなければいけないと思います。
　司会　リスクオーナーですか。
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ルプラインが一番安上がりだと思います。ただ、
新たに通報制度を導入するのは、かなり抵抗があ
るかもしれません。
　高橋　わが社では内部通報制度として、当初
「コーポレートライフ相談室」を設けました。通
報は匿名ではなく、記名式でスタートしたのです
が、件数が少なく、自分の処遇がどうだというよ
うな個人的な相談がほとんどで、当初狙っていた
コーポレートリスクが社外に出る前に未然に防止
するという形にはなりませんでした。
　これは、コーポレートライフというネーミング
が悪いのではないかと監査役が指摘したこともあ
り、「コーポレートリスク相談室」に名称変更し
ました。記名にするか無記名にするかも議論しま
したが、通報を受けた以上会社の責任として、き
ちんと通報者に対策等について回答すべきだとい
うことで、記名方式は継続しました。なお、今
年から外部の弁護士事務所にも委託し、匿名での
ルートも設けました。
　伊東　相談室から監査役への報告はあるのです
か。
　高橋　コーポレートリスク相談室の窓口は、内
部監査部門である総務部が一時的に対応します
が、各々の案件について、その内容がきちんと対
応すべきものかどうか、監査役がオブザーバーと
して出席しているリスクマネジメント委員会で報
告を受けた上で、最終的に会社レベルで対応すべ
きか判断を下します。
　伊東　監査役室そのものが通報の受け皿になっ
た方がいいという意見があるのですが、何でも
かんでも監査役室で受けたら大変なことになりま
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　伊東　要するに自分の主管するビジネスの中の
重要なリスクについて、親会社のマネジメントと
共有するための物差しを持たないといけないだろ
うと思うのです。
　日本の企業は、子会社は子会社で別の存在だか
ら、自主性を持たなくてはいけないと考えるとこ
ろがあります。あるいは会社を買収したような場
合には、統治に手間取っているうちに問題が起き
てしまうことがありますから、しっかりとした統
制を効かせることが肝心なのだろうと思います。
　骨が折れるかもしれませんが、フレームワーク
をつくって文書化し、子会社に徹底させる必要が
あると思います。
　上柳　株主代表訴訟では、グループ会社の不祥
事について、親会社の役員を追求することがあり
ます。
　そのときに、まだ判例が出ているわけでもない
のですが、内部統制の体制ができていなければ、
原告が勝ちやすいのではないかと思います。コン
プライアンス体制の構築は、株主代表訴訟の防衛
のためではもちろんないのですが、そういう副次
効果があるわけです。
　司会　あれは子会社がやったことだから、とい
う言いわけはできなくなるということですね。
　上柳　そういう傾向だと思います。
　高橋　法理論上は、日本では多重株主代表訴訟
が認められていませんので、株主代表訴訟では、
子会社の役員の責任を親会社の株主が直接追及す
ることはできません。個人的には多重株主代表訴
訟制度の導入は、必ずしも賛成ではないのですが、
今回、会社法の中に企業集団における内部統制の
構築義務が規定されて、親会社の役員に子会社の
リスク管理責任、不祥事防止責任についても義務
付けられたのは、大きな意味合いがあると思いま
す。

リスク洗い出しの考え方

　司会　リスク管理のＰＤＣＡで言うと、Ｐの部
分に当たるリスクの洗い出しについて伺いたいと
思います。認識しないリスクは管理できませんか
ら、ここが出発点であり、しかも非常に重要な部

分を占めていると思います。このリスクの洗出し
はどのように行ったらいいのでしょう。
　高橋　まず、過去に自分の会社で何が起こった
かということをレビューすることだと思います。
その貴重な経験を今後の対策に活かすことです。
二つ目は、同業他社で何が起こったかということ
です。同業であれば、同じようなリスクを抱えて
いるはずですから、極力情報を収集して分析しま
す。三つ目はもう少し広げて、日本全体の企業の
事故・事件の実例を検討します。
　伊東さんが言われたように、すべてのリスクを
洗い出そうとすると、その企業にとって一番重要
なリスクが、かえってぼやけてしまう気がします。
その会社の規模、あるいは業界によってリスクの
内容と重みは違います。たとえば、製造業なら当
然のことながら品質は大きなリスク管理項目です
し、食品業界なら食品の衛生管理が非常に大事な
わけです。そこを常に意識しながら、リスクアプ
ローチをするということが重要と考えます。
　司会　ヘルプラインをリスクの認識、洗い出し
に活用するという考え方もありますね。
　上柳　ヘルプラインを利用するのは、従業員が
一番リスクに近い現場にいるわけですし、消費者
からの訴えがあればこれも貴重な情報です。
　損害賠償を請求する側から見れば、その企業が
仮に過去に同じようなことをやっていて、改善さ
れていなければ、これは一番攻めやすいですね。
また、業界の水準より遅れていれば、やはり攻め
やすいです。
　薬害や職業病などについては、世界のどこかで
科学者が警告をしていれば、裁判で「予見可能性
があった」と認められることもあります。高橋さ
んが言われたのも、それに当たると思います。世
界中のことを調べ、顧客の声を聞けと言われると、
大変だということになるかもしれませんが、そう
いうことをヒントにする必要があるわけです。
　伊東　注目したいのは、統制環境自体のリスク
だと思います。私の長い会計監査の経験からも統
制環境が弱い会社は、全体が弱いことははっきり
しています。
　たとえば経営トップが、数字でも何でも操作で
きるような、あるいはみんなイエスマンになって
いるような会社は、チェックが行き届きません。
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取締役会が全然機能していない、監査役会が形だ
けという会社がいまだにたくさんあります。
　事業の重要なリスクは大体分かるわけです。各
ビジネスユニットでそれを幾つかのフレームワー
クにして、それを上位職が大きな見落としがない
か、統制上弱いものがないか評価すればよいだろ
うと思います。
　財務報告上のリスク管理は、たとえば、営業部
門から「これはこういう理由で今処理することは
しないでくれ」と要求されるというような、他か
らの干渉は絶対に許さないことです。
　司会　今言われた統制環境は突き詰めていく
と、企業文化、会社法的に言うと、コーポレート
ガバナンスになるのでしょうか。
　伊東　ええ。そうですね。たとえば投資に対し
て撤退の基準を決めていないと、赤字の垂れ流し
になる恐れがあります。戦略が失敗したときにど
ういう方針で臨むか決めておくというところにリ
スク管理の基本があると思います。

一番コストがかかる文書化の問題

　司会　上場企業中心に行われたアンケートで
は、日本版ＳＯＸ法に対する対応で一番負担にな
るのは、統制文書の作成だという回答でした。ア
メリカでもこれに一番コストがかかると言われて
います。統制文書の作成は、どこまでどうやれば
いいのでしょうか。
　上柳　コストがいくらかかっても、消費者や従
業員の生命、身体に関わりる部分は、万全にやる
必要があります。
　財務報告はいいかげんでいいということではあ
りませんが、これは投資者、あるいは市場の納得
が得られるということですから、コストとの関係
が考慮されていい分野だと思います。
　オペレーション自体の分野は、まさに商売です
から、コスト、ベネフィットを両方考えるところ
です。
　いずれにしても、当該企業としてコストを度外
視してもやることは何なのか、それを外部に分か
るようにしてもらえるとありがたいです。
　あまり意味のないところに、ドキュメントを積

み重ねるというようなことは無用ですが、アメリ
カの企業に比べて、日本の企業は今までドキュメ
ントをきっちり残してこなかった傾向があると思
うので、ここは直さないといけないと思います。
　高橋　文書化には二つ意味があって、一つはき
ちんと確認する手段ということ、もう一つは仮に
訴訟が起きたときにきちんとやってきたという証
拠になるということだと思います。
　文書化をしなければいけないことは分かるので
すが、ではどこまでしたらいいのか、本当に今、
各社が悩んでいるところです。
　たとえば会計処理で言えば、非常にプリミティ
ブな話ですが、発注者と検定者きちんと分けて、
それを文書化で確認する。このように文書化し、
確認をきちんと文書として残しておくことの重要
性は、製造の品質の面でも、それから労働安全面
でも幾つかあると思います。ただし、どこまで文
書化する必要があるか、きちんと自社なりに考え
ることが大切で、具体的には試行錯誤を積み重ね
て、自社にふさわしい体制を確立していくことに
なるのではないかと思います。
　文書化について懸念しているのは、いくらコス
トをかけても 100％にはならないということが一
つ、もう一つは、文書化すれば、それで満足して
しまうということです。文書化しても世の中の動
きに従って当然リスクも変わってきます。品質と
いうリスクでも、内容が変わっていく中で、修正
していく必要があるはずです。文書化することが
目的化してしまって、それだけで満足してしまう
と、次のリスクの未然防止にならないと考えてい
ます。
　伊東　全く同感で、文書化というのは、リスク
を分析して評価し、重要なリスクに対して手続的
に欠落しているなら、それをまず優先すべきだと
思います。それはマストの部分ですから、コスト
に関係なく必要なことです。
　ところがマイナーな部分、各現場で自主的に処
理ができるものについては、いちいち「こうある
べし」、「あああるべし」とやるまでもない部分が
たくさんあるわけです。そういう不必要なものを
はっきり分けないと、書類倒れに終わる可能性が
高いと思います。
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果たして企業の不祥事はなくなるか

　司会　これでアメリカでも日本でも、果たして
企業の不祥事が少なくなるかというと、必ずしも
そうは言えないと思います。
　アメリカ的な手続的正義の考え方に基づく内部
統制は、経営者自身がルールを無視するような場
合は限界があります。そこでコーポレートガバナ
ンスが要求されるのだという気がします。
　伊東　そういう限界はつきものだと思います。
そういう経営者は処罰するということで、企業を
変えていくしかないでしょう。
　司会　そうですね。厳罰主義で。
　上柳　内部統制をどうやっていたかということ
が、裁判で事後的にチェックされて、まじめにやっ
ている人はよかった、内部統制をしっかりするこ
とが訴訟での防衛になる、そういう判例が積み上
げられていけば、時間はかかりますが、ルールを
無視するような経営者は減ると思います。
　司会　たしかに株主代表訴訟などで、内部統制
システム構築義務違反を主張するケースは増える
でしょうね。
　上柳　増えますね。
　高橋　いわゆる取締役の不作為の行為という面
でも、その責任を問われることが出てくると認識
すべきですね。
　司会　それがグループ企業を含めての話ですか
ら、子会社で起こった不祥事に対しても、という
ことになりますね。
　上柳　しかもそれがワールドワイドでというこ
とになると思います。
　司会　まだ法律の制度ができたばかりですが、
消費者サイドから見ると企業の対応状況はどうで
しょう。
　上柳　本当に始まったばかりですから、まだよ
く分からないというところです。
　きちんとやっている企業は、ホームページを含
めてもっと見せてもらいたいと感じます。現状は
何となく各社横並びのような印象を受けます。こ
れは法務省施行令の条文にならっている面もある
とは思いますが、少しずつ個性が出てくることを
期待しています。
　わが社は何のための、どういうミッションを

持っているのか、そのために大事にしなければい
けない価値、あるいは一番大きなリスクは何なの
かということを、ＰＤＣＡで定期的に見直し、そ
れを世の中に示していただくということが、一番
望みたいところです。

企業はこれから内部統制に
どう取り組むべきか

　司会　最後のまとめに近くなってきましたが、
今後のあり方、企業がどのように取り組むべきか、
高橋さんいかがでしょう。
　高橋　ますます企業の透明性が求められる時代
になって、企業の社会的責任が非常に大きなウエ
イトを占めてきています。ある一部上場会社の社
長が講演会の席上で明言されていましたが、「企
業は赤字で倒産するだけでなく、不祥事でもつぶ
れる」という世の中になってきました。
　そういう中で、企業の内部統制の構築・運用状
況が、社会の評価を受けるということです。内部
統制の整備は一度つくったらそれで終わりではな
くて、常にフレキシブルな考え方を持って、他社
で参考となる点があればそれを取り入れ、改善す
べき点を発見したら直ちに修正していくという考
え方、行動がものすごく大事だと思います。
　伊東　内部統制は、40年も 50年も前からあっ
た概念で、本来は自発的にやるべきことです。
　ただ昔と比べて何が違うかというと、昔はな
かったグローバルな競争条件など、リスクの範囲
が非常に広がったことです。社会的なステークホ
ルダーの目も厳しくなってきて、昔は平気で見逃
されたことが、今はだめになったということもあ
ります。
　そういうリスクの変化に対して経営者は敏感に
なる必要があります。法制度ができたのを、チャ
レンジのためのいいチャンスととらえて前向きに
対応すべきで、それができない企業は市場から退
場せざるを得なくなると思います。
　私が嘆かわしいと思っていることの一つとし
て、我が国では損益計算上特別損失がたくさん出
ることです。これは何を物語っているかというと、
本来もっと前に処理しなければいけない事業上の
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失敗を先延ばしして、余裕が出たときに処分する
ことを繰り返しやってきたということです。何で
５年も黙っていたのだということが、よくあるわ
けです。
　ですから、経常利益などという概念は捨てて、
企業の業績は税前利益で評価するようにすべきで
すが、そういう議論が飛んでしまっています。本
当は財務報告では、特別損失などは滅多に出せな
いはずで、訴訟の対象になってもおかしくないと
思います。
　司会　私はディスクロージャーに関する法律
も、会社法もレギュレーション化して規制が強
まってきていると感じます。
　ディスクロージャーは、もともと大恐慌の直後
にアメリカで 1933 年法、34 年法ができて、投資
被害への対応策として徹底した情報開示を行うこ
とになったのですが、「人は明るみにおいて、悪
をなし得ず」という考え方で、開示の仕方はある
程度企業の任意に任されました。アメリカの多く
の制度は性悪説に基づくと言いますが、実はそう
でもなくて、ディスクロージャーというのは、正
直に正確な情報を開示することを前提とした制度
です。それを正確にやらなければいけないと規制
するというのは、嘆かわしいことだと思います。
　会社法そのものもレギュレーション化してい
く、あまりいい傾向ではないと思いますが。
　上柳　本当にそうですね。私も、少なくともミ
ニマムスタンダードを国できっちり決めてほしい
という意味では、レギュレーション支持派になっ
てしまいますが、あまり規制ばかりとなると、逆
にそこまでやっていればいい、それ以上やるメ

リットがなくなるということになりかねないの
で、本当に難しいですね。
　伊東　内部統制で懸念するのはそこですね。形
だけみんな同じようなものを用意して、それで終
わりというようなことになりはしないか、東証の
ディスクロージャーなどを見ていると、心配にな
ります。
　我が国の有価証券報告書自体に、そういう問題
点があることはよく指摘されています。リスク情
報がいい例ですが、みんなあっさりした表現で、
何がリスクなのかよく分からない、あるいは本当
のリスクを開示していません。その一方で、内部
統制を強化しようというのですから、大きな問題
を抱えていると思っています。
　我が国の企業でアメリカのＳＥＣに登録してい
る会社は、リスク情報を 20も 30も克明に書いて
いますから、それと比べると非常に違和感を覚え
ます。
　司会　最後に高橋さん、お願いします。
　高橋　大事なことの一つは、内部統制の構築・
運用の面でも、ＰＤＣＡをきちんと回すことだと
思います。
　内部統制は、伊東さんも言われたように、法
で規定されたからとか言われたから仕方なしにや
るというのでは、どうしてもどこかで破綻しま
す。企業の社会的責任をきちんと果たすためにも、
トップはもちろん、社員一人ひとりが関係法令や
社内ルールを守り、不祥事を起こさない、許さな
いという考え方を身につけるという、日々の努力
を地道に実践していくことが基本ではないでしょ
うか。
　わが社では、今までも社内教育を行ってきま
したが、最近は eラーニングを活用して、情報漏
洩の防止や独禁法対応、品質対応などの理解度確
認のために、役員も含めたフォローアップ教育を
行っています。
　また、社内研修においても、外部講師による、
事例報告などを講義してもらっています。内部統
制の目標を共有化し社員全員が実践した上で、問
題がないかチェックし、改善すべき点があれば改
善するというＰＤＣＡを具体的に行うことが、大
切なことだと思います。
　司会　どうもありがとうございました。

長
谷
川　

俊
明
氏
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１　はじめに

　近年、景気の低迷等を背景として、建て替えよ

りも建築費用を安く済ませ、かつ、空室率の減少、

集客率の向上等を図るため、既存テナントの新装

（リニューアル）、用途変更（コンバージョン）等

が頻繁に行われている。東京消防庁管内でも、コ

ンバージョンに係る消防同意受付件数が 10 年間

で４倍になっている（図１）。

　しかし、これらに係る工事は、建築基準法（以

下「建基法」。）に基づく確認申請を要しないもの

が多く、当該工事の計画段階において消防機関又

は防火安全の専門家による防火安全上のチェック

が行われずに、火災予防上危険な状態のまま営業

が開始される例が後を絶たない。こうした防火対

象物においてひとたび火災が発生した場合には、

新宿区歌舞伎町ビル火災（2001 年９月発生。44

名死亡。写真１。）のような大惨事につながるこ

とが容易に予想される。

　そこで、東京消防庁では、東京都知事の諮問機

＊やまはし　だいすけ／東京消防庁予防部予防課建築係
                                 主任

既存テナントの
リニューアル、コンバージョン
と防火対策
山橋　大輔＊

図１　過去 10年間の用途変更に係る消防同意件数（東京
消防庁管内）

写真１　新宿区歌舞伎町ビル火災（2001 年９月）



る。

　③環境に対する意識の高まりや建設投資の減少

などを背景に、建築物の長寿命化や耐久性に

対する意識が高まっている。

２）リニューアル、コンバージョン等に係る問題

点等

(1) リニューアル、コンバージョン後の使用実態

に係る問題点等

　①東京消防庁管内における過去 10 年間の消防

同意事務の事務処理状況をみると、コンバー

ジョン件数は 10 年前と比較して４倍に増加

している。

　②用途変更される建物は、バブル期前後に建て

られた中小規模のものが多い。

　③変更される用途は、事務所から飲食店、物品

販売店舗、社会福祉施設等の不特定多数の者

が利用する用途への変更が多く、その結果、

出火危険性や避難困難性の増大が危惧され

る。

　④リニューアル、コンバージョン等により、安

全区画や自然排煙が撤去される場合がある。

　⑤物件が転売される際の関係図書等の継承不適

切や紛失により、建物情報が不明確になり、

不適切な改修工事等が行われたり、過去の維

持管理状況の経過が不明確になる危険性があ

る。

　⑥建物所有者やテナントの占有者からは、いわ

ゆる「居ながら施工」による工事を要望され

るため、工事中の火災や在館者の避難困難が

危惧される。
(2)  リニューアル、コンバージョン等に伴う届出

上の問題点等

　①リニューアル、コンバージョン等の増加に伴

い、小規模な用途変更等で確認申請が不要

である場合又は当該申請がなされない場合に

は、建物関係者や工事施工業者の認識不足等
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関である火災予防審議会（以下「審議会」）にお

いて、「社会情勢の変化等に伴う性能評価に即し

た既存建築物の火災危険要因の解明と防火安全対

策のあり方」について審議・検討を行った。

　その結果、防火対象物の使用、変更等に係る

届出制度の拡充と防火安全の専門家を育成するた

めの講習制度の創設が急務であるとの答申が出さ

れ、火災予防条例の一部が改正された。

　その内容は、東京消防庁管内のみならず、テナ

ントのリニューアル、コンバージョン等に係る工

事に伴う火災予防上危険な状態に共通する問題と

いえるので、以下に紹介する。

２　社会情勢の変化に即した防火対象物の
現状と課題

　審議会における「社会情勢の変化等に伴う性能

評価に即した既存建築物の火災危険要因の解明と

防火安全対策のあり方」に関する審議・検討の結

果は、以下のとおりであった。

１）既存建築物を取り巻く社会状況等の分析

(1)  都内の既存建築物数等の状況

　①都内の既存建築物数は、経済状況の変遷とと

もに推移し、バブル経済の崩壊（1991 年）以

前に建築されたものが最も多くなっている。

　②大規模建築物は増加傾向にあるが、小規模建

築物はバブルのピーク時以降急激に減少して

いる。
(2)  最近のオフィスビル市場の動向

　①東京都 23 区における大規模オフィスビルの

供給量は 2003 年にピークに達し、2004 年か

ら 2008 年までにかけて過去の平均水準並み

の供給量となる見通しである。

　②東京都 23 区ではオフィスビルの大量供給に

より、築年数の経過したビルは市場競争力が

失われ、空室率は 2000 年以降上昇傾向にあ



ント等の関係者に提示することにより、変更

プランの危険性を訴え、防火安全性が向上す

るプランを積極的に提案していくことが望ま

しい。

　②リニューアル、コンバージョン等により、竣

工当初設けられていた階段室前の安全区画

（前室）や排煙設備（自然排煙）が撤去され

る場合があることから、努めて安全区画や排

煙設備の設置指導により、避難安全性及び消

防活動環境の向上を図っていく必要がある。

　③避難安全検証法による検証結果等を踏まえ、

防災訓練を徹底することで、火災の早期発見

及び早期避難開始を図っていくことが重要で

ある。
(3)  リニューアル、コンバージョン等に係る適正

な届出方策

　①火災予防条例による「防火対象物使用届」を

要する場合の具体的な内容について、条文の

明確化を図るとともに、確認申請を要しない

リニューアル、コンバージョン等であっても、

防火対象物の用途・規模等により火災の予防

又は避難に支障を生じるおそれのある場合に

ついては、工事着手前に変更内容を届出るな

どの措置を図る必要がある。

　②消防機関への報告、連絡する事項の一つとし

て、リニューアル、コンバージョン等を行う

場合には、「防火対象物使用届」を提出する

旨を消防計画に明記させることにより、関係

者等への意識付けを図る。

　③リニューアル、コンバージョン等に伴い、事

務所だけに限られたビルを転売し、管理権限

者が変更となる場合は、竣工からの関係書類

や図面等の確実な受け渡しがなされるよう、

関係者に対して指導すべきである。

　④防火管理講習や消防設備士講習等の機会を捉

え、近年のリニューアル、コンバージョン

等に係る動向や不適正工事等の実態を示すこ
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による未届改修工事が増加し、その是正指導

等に多大な労力を要することが危惧される。

　②改正前の火災予防条例では、防火対象物使用

届は、内容を変更した場合に届出を行うこと

とされている。しかし、具体的にどのような

内容の変更をした場合に、届出を行う必要が

あるのかが明確でないため、建物の関係者及

び工事施工業者等に分かりにくい。

　③新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として消防法

令が強化されたことに伴い、事務所から不特

定多数の者が利用する用途に変更した場合に

は、新たに消防用設備等を設置しなければな

らないことがあるが、立入検査等による是正

指導ではリニューアルやコンバージョンの工

事が進んでいるため、改修が困難となるケー

スが多い。

３）防火安全対策への提言

　　　－防火安全対策のあり方－
(1)  リニューアル、コンバージョン後の使用実態

に応じた防火安全対策

　①実際には、全体の変更プランが出来上がる前

に消防機関への事前相談等の情報提供を行う

よう関係者等を指導していく必要がある。

　②コンバージョンは、避難階及びその直上階で

事務所から飲食店、物品販売店舗、社会福祉

施設等の不特定多数の者が利用する用途への

変更プランが多い。したがって、出火危険と

ともに上階への延焼拡大や在館者の避難困難

を招く危険性が高まるため、上階への延焼拡

大防止及び避難経路の確保を徹底しておくこ

とが重要である。
(2) リニューアル、コンバージョン等に係る性能

評価等を踏まえた防火安全対策

　①リニューアル、コンバージョン等（確認申請

物件を除く。）については、避難安全検証法

等の性能評価による検証結果を客観的にテナ



とにより、リニューアル、コンバージョン等

に係る消防機関への事前の情報提供及び関係

書類の届出について周知徹底を図る必要があ

る。

　⑤リニューアル、コンバージョン等の業務に係

る関係業界に対し、適正な届出及び工事につ

いて指導する。

３　火災予防条例の一部改正を踏まえた安
全対策の推進

　2006 年４月から施行された火災予防条例の改

正では、大きく三つの防火対策が盛り込まれた。

以下、各対策と火災予防条例の一部改正の概要に

ついて解説する。

１）建築段階から適法な状態を確保するための届

出制度の整備

(1)  防火対象物工事等計画届の新設

　法令違反となる工事等を未然に防ぐため、建基

法に基づく確認申請又は計画通知を要しない防火

対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更等に係

る工事等の計画段階において、その内容を事前に

消防機関に届出させる制度を新設した。

　これにより、当該工事等の完了後の改修に伴い
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発生する経済的負担を軽減するとともに、防火対

象物の使用開始当初から適法な状態を確保する。

（２）防火対象物使用開始届の見直し

　旧火災予防条例の防火対象物使用（変更）届に

おいて不明確であった届出の時期、届出の要件、

届出に添付する図書等の明確化を図った。

　この防火対象物使用（変更）届について、その

届出の有無を比較すると、届出がなされなかった

事業所が部分焼以上の火災に至った割合は、2.2 倍

にも達していることが判明（図２）したことから、

違反した場合は、10万円以下の罰金が課されるこ

とになった。
(3)  防火対象物一時使用届の新設

　従来の火災予防条例では、防火対象物又はその

部分において一時的に物品販売、演劇等のイベン

ト等を行う場合は、催物の開催届を消防機関に行

うこととされていた。しかし、火災等の災害が発

生した場合、特に人命に危険が及ぶことが多いこ

とをかんがみ、届出の義務を明確に規定するとと

もに、所轄消防署長による検査を義務付けること

とした。
(4) 観覧場又は展示場における催物の開催届の新

設

　いわゆる観覧場又は展示場には、舞台装置、展

示装飾等のための電気設備、演出の効果を高める

ための火薬、薬品等の危険物品、通常想定されな

い多量の可燃物等が持ち込まれることが多く、火

災等の災害が発生した場合に消火、避難その他の

消防の活動に支障が生ずることが想定される。そ

のため、催物の概要、開催期間、収容人員等の火

災予防上及び消火活動上必要な事項を消防機関が

事前に把握するための届出制度を新設した。
(5) 工事現場における届出済み表示の義務付け

　消防機関に届けるべき各種届が、消防機関に受

理された旨等を工事現場に表示することにより、

届出の履行状況を都民に情報提供するとともに、

届出履行の促進を図ることが可能となる。なお、
図２　防火対象物使用（変更）届の有無と延焼割合
        （2004 年中）



そこでこれまでの基準によらずとも防火対象物に

存する者の避難安全を確保することができるよう

になったことから、基準の特例を適用するための

根拠を整備した。

　防火対象物の避難の安全を検証する方法につい

ては、現在、様々な手法が開発されている。　

この特例の適用を受ける場合の方法としては、

BR12002 改良版による煙流動予測やポテンシャル

法を用いた火災避難シミュレーション（図４）を

活用した算定方法等がある。
(2) 不特定の者が出入りする店舗等における避難

の安全を検証する方法を活用した避難管理

の導入

　防火対象物における避難訓練計画の策定、当該

計画に基づく避難訓練の実施、避難施設又は防火

設備の維持管理、収容人員の管理など避難に必要

な管理を効果的に行うためには、防火対象物の関

係者が防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、

使用形態、避難施設の配置等の状況から予測され

る避難に必要な時間を把握する必要がある。

　そこで、不特定の者が出入りする店舗等が存

する階の関係者に対し、訓練やその他避難に必要

な管理を行う場合、前述のポテンシャル法を用い

た火災避難シミュレーション等で算定された避難

に必要な時間を活用することが努力義務付けされ

た。

３）防火安全の専門家を育成するための防火安全

技術講習制度の導入

(1)  防火安全の専門家を育成するための防火安全

技術講習の導入

　消防設備業、建築設計業、建築工事業、内装工

事業、消防コンサルタント業、設備設計業、設備

工事業等に従事する者には、これまで説明してき

たような建築物の防火に関する規定の知識を持つ

ことが望まれる。さらに、燃焼現象、煙流動、対

流熱伝達、放射熱伝達等に関する知識、その他の
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表示期間は工事等に着手する日から工事等が完了

するまでの間、工事現場の見やすい場所に示すこ

とが義務付けられた（図３）。

２）避難の安全を検証する方法を活用した避難

管理等の導入

(1) 避難の安全を検証する方法を活用した劇場

等、キャバレー等、飲食店又は百貨店等の

客席又は補助避難通路の基準の特例の適用

　近年の科学技術の進展に伴い、防火対象物にお

ける火災、煙の性状、避難等に関する研究が進み、

火災の際に防火対象物に存する者が避難をするた

めに必要な時間を予測することが可能となった。

図３　消防関係法令による届出済票

図４　火災避難シミュレーションの構成

 第２４号様式（第24条関係）（木板、プラスチック板その他これらに類するものとする） 

 
３５cm以上 
 

２５cm 
以  上 
 

消防関係法令による届出済票 
 

届 出 ・ 種 別  

対 象 設 備 等  

届 出 年 月 日 ・ 受 理 番 号  

届 出 受 理 者  

防火安全技術講習修了者氏名・課程・番号 

消防設備士氏名・種類・番号 

防 火 対 象 物 の 関 係 者 の 氏 名  

工 事 施 工 者 氏 名  

工 事 中 の 防 火 管 理 者 氏 名  

そ の 他 の 事 項  
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火災安全工学に関する知識、消防設備設計、煙制

御設計、避難安全設計等に関する知識と技術、工

事・施工に関する知識と技術などの防火対象物の

防火安全に関する幅広い知識と技術が求められて

いる。

　一方、高齢化社会の進展に伴う工事・施工に関

する豊富な知識および技術を有する熟練者が減少

している。また、築年数の経過した防火対象物は

消防用設備等の劣化が進行しているため、火気使

用設備等の欠陥工事、劣化等に起因する火災、消

防用設備等の欠陥工事、劣化等に起因する事故等

が増加している。

　こうした状況をかんがみた場合、先に述べた消

防設備業などの業務に携わる者に対しては、工事・

施工に関する知識及び技術の普及啓発を行う必要

がある。

　そこで、一定の条件を満たす者を対象とした防

火安全技術講習を開催することにより、防火対象

物の防火安全に関する幅広い知識及び技術を広く

普及啓発するとともに、防火安全技術講習の修了

者（以下「防火安全技術者」）を防火対象物の建築、

修繕、模様替え、用途変更等に係る工事等の計画

段階から関与させることより、防火対象物の防火

安全の向上を図ることとした。

　この防火安全技術講習制度には、消防設備業、

建築設計業、建築工事業、内装工事業、消防コン

サルタント業、設備設計業、設備工事業等に従事

する者の地位、信頼性等の向上を図るほか、防火

安全技術者を擁する事業者と擁さない事業者との

差別化を図り、防火安全への取り組みに関する企

業価値の向上を促進するという目的がある。
(2)  防火安全技術講習修了者による防火対象物

の防火安全の確保

　防火安全技術講習の課程を修了した者は以下の

業務を行い、防火安全の確保に努めることが期待

されている。

　①火災予防条例に定められた各種届出が、求め

られている基準を満たしているか調査を行

うこと。

　②火災予防条例に定められた特例を受けるた

めの申請の内容が特例基準等に適合してい

るかどうか調査を行うこと。

　③防火対象物の関係者、設計者又は工事業者に

対して防火対象物の防火安全について助言

を行うこと。

　④防火対象物の関係者の依頼を受けて火災予

防条例に定められた消防署長の検査に立会

うこと。

４　　おわりに

　火災予防上危険な状態が放置された建築物に

おいてひとたび火災が発生すれば、新宿区歌舞伎

町ビル火災の再来を招く結果となる。このことか

ら、建物やテナントの工事着手前に確実に届出を

行わせ、消防署長による審査・検査を実施し、必

要な防火措置を適正に履行させることにより、利

用者の安全確保を図り、防火対象物の所有者等へ

の法令遵守（コンプライアンス）の徹底を期すこ

とが大切である。

　東京消防庁では、火災予防条例の改正により新

たに創設された①リニューアルやコンバージョ

ン工事の着手前に消防が建物の安全性を適切に

チェックし、届出違反に対しては罰則を課す仕組

み、②火災避難シミュレーション等による火災時

の建物利用者の安全を確保するための方策、③防

火安全の向上に民間の力を活かすことができる

よう防火安全技術者を育成する講習制度の周知

を図り、防火対象物の防火安全性を一層向上さ

せ、都民の安全・安心を確保していく。

　なお、最新の東京都の火災予防条例の詳細と防

火安全技術講習の開催日等については、それぞれ

ホームページに掲載されているので、必要に応じ

てご覧頂きたい。
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もあるという傾向に、当面大きな変化は見られな
いだろう。

２．就業形態等の変化における労働安全衛
生上の問題

　造船業、鉄鋼業、化学工業などの重厚長大業種
と建設業においては、1970 年代のオイルショック
後に正社員の子会社や関係会社への転籍、出向が
恒常的に行われるようになり、雇用の継続と同時
に、子会社、関係会社の育成及び安全衛生管理の
強化も図られることとなった。これら協力会社へ
の業務委託が進展しつつある現在においても、こ
れまでの親・協力会社一体となった安全衛生管理
をさらに充実させることで、新たな取り組みが特
別に必要なわけではない。
　ところが、それ以外の業種においては、協力会
社に対する業務委託の歴史はあるものの、その関
係が比較的浅いことと、生産現場におけるリスク
が小さいことから、協力会社の労働安全衛生管理
に対する配慮という点では、重厚長大業種と大き
な隔たりがあった。
　このような状況の中で、近年、増加した業務請
負を背景とした労働災害が発生している。業務請

１．雇用・就業形態の変化

　わが国企業におけるいわゆる非正社員の増加傾
向は、日本経済の構造変化を背景に、1980 年代以
降明確になってきた。1980 年代には主に第三次産
業で、アルバイト、パートと呼ばれる短時間労働
者が正社員に混じって働いていた。1985 年には、
いわゆる労働者派遣法が施行され、派遣労働者が
その中に加わった。製造業で非正社員比率の上昇
が目立ち始めたのは 90年代末頃からである。
　2004 年３月からは、労働者派遣の対象が生産業
務にも拡大され、派遣労働者が急激に増大すると
ともに、業務を委託する元方事業者（親会社）か
ら見て協力会社といわれる子会社、関係会社、業
務請負会社へのアウトソーシングによる業務の外
部委託が多くの生産業種で常態化しつつある。あ
る調査では、親会社社員数と業務請負会社社員数
との比率が１対 0.42、１事業所当たりの業務請負
会社数の平均が 5.1 社となっている。グローバル
時代の経営戦略から、ひとつの生産事業所の構内
における、正社員と非正社員との混在、しかも、
非正社員に関しては人によって雇用者が違うこと

＊しらさき あきひさ／中央労働災害防止協会マネジメン
                               トシステム審査センター 副所長　

雇用・就業形態の変化と
労働安全衛生管理
白崎 彰久＊



負会社社員の労働災害の発生率は、業務を委託し
ているいわゆる元方事業者のものと比較して一般
に高くなっている。
　表１は、厚生労働省が５年ごとに行っている「平
成 17年労働安全衛生基本調査」で、“安全衛生教
育の実施と教育対象者別実施”を調査した結果で
ある。業務請負会社の労働者や正社員と同様の安
全衛生教育が求められている派遣労働者への教育
の実施状況が低いことが分かる。
　図１は、業務の委託にあたり危険性に係る情報
提供の方法による労働災害発生率の違いを示した
ものである。特に「知らせていない」は論外として、
「口頭」だけでの伝達と「文書」と仕事開始前の
再度の確認による（「文書と必要時に現場」）伝達
との比較では２倍の違いが出ている。なお、調査
対象全体の災害発生率については表２、３、４を
参照されたい。
　また、同調査では、図２から分かるように、労
働災害発生率の高い事業所では、協力会社との安
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表１　安全衛生教育の実施の有無と教育対象者別事業所割合
         （平成 17年）（複数回答）

  54.0 88.9 26.0 13.6 10.4

 1000 人以上 96.8 97.1 39.2 41.3 69.1
 500 ～ 999 89.6 96.9 39.6 40.4 53.8
 300 ～ 499 84.4 97.5 27.3 31.4 38.8
 100 ～ 299 87.3 95.7 41.0 15.4 25.5
 50 ～ 99 72.8 93.8 26.8 12.5 20.9
 30 ～ 49 55.5 89.6 28.3 16.0 14.5
 10 ～ 29 48.3 86.7 22.9 12.4 4.4

安全衛生教育
を実施してい
る

常用労働者とし
て新しく雇い入
れた労働者

臨時・日雇い労働
者として新しく雇
い入れた労働者

関係請負人
の労働者

派遣労働者

表２　調査対象

　「大規模製造業における安全管理体制等に係る自主
点検」は、原則として労働者数 500 人以上の製造業
事業場（都道府県労働局の判断により、適宜対象範
囲を 300 人以上まで拡大）を対象として、平成 15 年
11 月に全国の都道府県労働局を通じて実施した。
　今回の分析は、回収された自主点検表のうち、1,269
事業場分を対象として実施した。

表３　災害発生率

 今回分析を行った対象事業場の労働災害発生率（年
千人率：不休を含む）の平均は 5.37 であり、0.00 か
ら 53.63 までの大きな開きが見られた。
　以下、「災害発生率　低」（第１五分位）と「災害
発生率　高」（第５五分位）との比較を行った。

  サンプル数 平均値 最小値 最大値
 第１五分位 219 0.50 0.00 1.01
 第２五分位 220 1.67 1.02 2.37
 第３五分位 220 3.25 2.39 4.24
 第４五分位 220 6.03 4.25 8.07
 第５五分位 220 15.37 8.10 53.63

※この表ではデータを小さい順番に並べて５等分した。
したがって、たとえば第１五分位は、最も災害発生率
が低い事業所の上位 20％のグループになる。

表４　年千人率とは

労働災害発生率（年千人率）は、次の式により、労働
者 1,000 人あたりの 1年間の労働災害被災者数を各事
業場について計算した。

                            年間全被災者数（注）（12 ～ 14 年の平均値）
  災害発生年千人率＝　　　　　                    × 1,000
                             労働者数（平成 14 年度末）

（注）年間全被災者数は、労働災害による死亡者数、
休業者数及び休業には至らなかった者（不休）の
合計数である。

図１　協力会社への危険情報等の伝達方法と災害発生率の
比較

図２　協力会社との安全管理の連携状況（複数回答）

教育対象

規模



工業などの重厚長大業種で発生したものである
が、それ以外の業種の業務請負会社においては、
複数の死者が出る様な重大な災害にはいたらない
ものの、件数としては元方事業場と同様またはそ
れ以上の労働災害が発生しているケースがあるの
が現状である。
　そこで、近年、話題になっている製造業におけ
る請負業務に係る労働安全衛生管理上の問題点を
整理すると、
①同一建屋、同一ラインで親会社と請負会社の社
員が混在（複数の業務請負会社の場合もある）
して作業しているので、指揮・命令に混乱が生
じる場合がある。

②請負会社社員が使用する機械・設備の所有が親
会社で、機械などの安全衛生化がスムーズにい
かない場合がある。

③親会社の安全衛生レベルが不十分な場合には、
請負会社社員への安全衛生が十分でない状況が
生じる場合がある。

④業務請負の規模が小さい場合には、請負会社が
独自に安全衛生管理をするのが困難な場合があ
る。

⑤請負業務の内容について、十分な知識・技能を
有していない場合がある。

⑥親会社の安全衛生ルールになじみがないので、
守られない場合がある。

といったことがある。

３．どのように対応したらよいのか

１）労働安全衛生法改正にみる対策
　以上のことから、協力会社の自主的な努力のみ
では十分な労働災害防止の実を上げられない面が
あるため、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。
以下「法」という。）においては、従来から、元
方事業者に一定の義務を課してきたが、元方事業
者の社員と協力会社の社員の作業が同一の場所に
おいて行われることによって生じる労働災害を防
止するため、2005 年 11 月に法等の一部が改正さ
れ、製造業（造船業を除く。）の元方事業者に次
のことを義務づける内容になった（2006 年 4 月
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全衛生管理の連携状況が全般的に弱く、中でも「協
力会社の作業場所の巡視」、「異常時の連絡体制の
確保」、「元方事業所と協力会社との協議組織の設
置、運営」の実施率の差異が大きくなっている。
図３からは、作業の連絡調整において、「定期的
に進捗状況を把握している」、「作業の計画段階か
ら調整している」の実施率に大きな差があること
が分かる。
　これらは、業務請負会社を中心とした協力会社
における労働安全衛生管理上の問題の一部を明ら
かにしたものであるが、業務委託における作業の
内容は自動化できないどちらかというと労働集約
的な作業、24時間連続して行うことで効率が上が
る作業、設備の保全や修理の作業、製品の運搬作
業など危険性、有害性の比較的高いものが多い。
　ここで、業務請負会社の労働災害発生事例から、
その実態を見てみよう。2003年７月に愛媛県内の
一酸化炭素発生プラントの工事中、請負会社の作
業者が配管のバルブを開けたため、滞留していた
一酸化炭素が流出し、１名が死亡し、19名が中毒
となった事例から、2004 年８月に福井県内の原子
力発電所において、施設内で定期点検工事の準備
作業を行っていたところ、天井付近の高温水配管
が破裂し、高温の蒸気により 5名が死亡、６名が
負傷した事例まで、大企業の事業所において８件
の重大な労働災害が連続して発生したことは、記
憶に新しいものである。
　これらの事例においては、業務請負会社の社員
が被災したものが半数近くあり、元方事業者の管
理責任が問われるとともに、総合的な安全衛生管
理のあり方について、改めて検討されるきっかけ
になった。これらの事例の多くは、鉄鋼業や化学

図３　協力会社との作業の連携状況（複数回答）



から施行）。
①元方事業者と業務請負会社、さらには業務請負
会社間における随時の作業間の連絡と調整

②クレーンなどの運転についての合図の統一と業
務請負会社へのその周知

③事故現場の標識の統一と業務請負会社へのその
周知

④有機溶剤等の容器の集積場所の統一と業務請負
会社へのその周知

⑤火災が発生した場合などの警報の統一と業務請
負会社へのその周知

⑥化学物質を製造し、または取扱う設備の清掃な
どを外注する元方事業者が講じた安全措置など
の危険有害情報の、文書などによる業務請負会
社への提供

２）「製造業における元方事業者による総合的な
安全衛生管理のための指針」と筆者の体験か
ら

　2006 年８月に、厚生労働省は、「製造業におけ
る元方事業者による総合的な安全衛生管理のため
の指針」を公表し、元方事業者が行うべき協力会
社への具体的な安全衛生管理の方法を示した。指
針の内容は、製造業以外の業種においても参考と
なるものである。
　そこで、以下では、指針中の元方事業者が実施
すべき事項の順に従って、その内容と筆者が事業
場とのかかわりの中で見聞し、事業場で実施され
ている事項（＊）を紹介する。
(1) 総合的な安全衛生管理のための体制の確立及

び計画的な実施

①作業間の連絡調整等を統括管理する者の選任等

　元方事業者は、総合的な安全衛生管理の体制を
確立するため、元方事業者の事業場全体の社員数
（元方事業者の社員と業務請負会社社員を合わせ
た社員数）が常時 50 人以上である場合は、作業
間の連絡調整等、以下の「（２）作業間の連絡調整
の実施」以降に掲げる事項を統括管理する者を選
任し、当該事項を統括管理させること。
②安全衛生に関する計画の作成及び実施

　元方事業者は、労働災害防止対策として実施す
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べき主要事項（業務請負会社に対して実施する事
項を含む。）を定めた安全衛生に関する計画（以
下「安全衛生計画」という。）を作成し、業務請
負会社社員に周知させること。また、安全衛生計
画に沿って労働災害防止対策を実施すること。
＊大企業を中心に、労働安全衛生マネジメントシ

ステム（OSHMS）の導入が進んでいる。多く

の場合、OSHMSは、構内に常駐している協力

会社を含めて構築され、システムの運用を行う。

したがって、相互の安全衛生管理体制が明確に

なり役割・責任が明示され適切に情報が周知さ

れる。また、OSHMSでは、元方事業者の安全

衛生計画には協力会社への関与事項が盛り込ま

れることになっており、協力会社も独自に安全

衛生計画を作成し、その実施の状況を定期的に

元方事業者に報告することになっている。その

ためリスクアセスメントの実施や、労働安全衛

生の内部監査などを含めた安全衛生活動に、連

携を図りながら取り組むことができる。

(2) 作業間の連絡調整の実施

　元方事業者は、混在作業による労働災害を防止
するため、随時、元方事業者と業務請負会社との
間及び業務請負会社相互間における作業間の連絡
及び調整を行う必要があること。
　作業間の連絡調整の具体的な内容は、混在作業
の内容によって異なるが、次の①～⑧に該当する
場合には、（ ▼）以下の措置を講じること。
　また、作業間の連絡調整の具体的な実施は、作
業発注時にあらかじめ作業指示書に具体的な実施
事項を記載した上で業務請負会社に通知する、現
場における作業開始前の打合せにおいて業務請負
会社に指示する等の方法によること。
①一の作業に用いられる一連の機械等について、
ある業務請負会社が運転を、別の業務請負会社が
点検等を行う場合
　 ▼それぞれの作業の開始又は終了に係る連絡、
作業を行う時間帯の制限等の措置

②複数の業務請負会社がそれぞれ車両系荷役運搬
機械等を用いた荷の運搬等の作業を行う場合

　 ▼作業経路の制限、作業を行う時間帯の制限等
の措置



業による労働災害防止に当たって有効であること
から、業務請負会社の数が少ない場合を除き、業
務請負会社と協議を行う場（以下「協議会」とい
う。）を設置し、定期的に開催するとともに、そ
の使用する社員に協議会における協議結果を周知
させること。
　また、機械等を導入し、又は変更したとき、元
方事業者又は業務請負会社の作業内容を大幅に変
更したとき、業務請負会社が入れ替わったとき等
混在作業による労働災害の防止のために協議すべ
き必要が生じたときにも協議会を開催すること。
（以下略）
＊上記の重厚長大業種では、親会社と協力会社に

よる協議会を設置し、それを毎月や四半期毎に

開催して安全衛生活動を総合的に取り組んでい

る。協議会には親会社の幹部と協力会社の責任

者が必ず出席し、協議会終了後は合同で計画的

に現場をパトロールして、改善活動に結び付け

ている。

　　業務請負会社数が少なく、協議会を設置する

までもない場合には、元方事業者が行う安全

衛生委員会に業務請負会社の責任者にオブザー

バーとして参加してもらい、災害事例やヒヤリ

ハット情報はもとより、リスクアセスメントの

結果、安全衛生計画の実施状況、実施の評価・

改善状況などの危険有害情報や活動の情報を提

供し、周知させることも一つの方法である。

(4) 作業場所の巡視

　元方事業者は、連絡調整の実施状況等現場の状
況を確認することが混在作業による労働災害の防
止に当たって有効であることから、定期的に、混
在作業による労働災害を防止するため必要な範囲
について作業場所を巡視すること。また、機械等
を導入し、又は変更したとき、元方事業者又は業
務請負会社の作業内容を大幅に変更したとき、業
務請負会社が入れ替わったとき等においても同様
に巡視すること。（以下略）
＊生産現場は日々変化していることから、作業方

法、作業者、機械・設備、原材料を変更した時

には、リスクアセスメントを行い、安全衛生上

の問題がないか確認し、問題があれば改善する
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③ある業務請負会社が溶鉱等の高熱溶融物の運搬
等周囲に火災等の危険を及ぼす作業を、別の業
務請負会社がその周囲で別の作業を行う場合

　 ▼周囲での作業に係る範囲の制限等の措置
④ある業務請負会社が有機溶剤を用いた塗装作業
を、別の業務請負会社が溶接作業を行う場合

　 ▼通風又は換気、防爆構造による電気機械器具
の使用等についての指導、作業を行う時間帯の
制限等の措置

⑤ある業務請負会社が物体の落下を伴うおそれの
ある作業を、別の業務請負会社がその下の場所
で別の作業を行う場合

　 ▼落下防止措置に関する指導、物体の落下のお
それがある場所への立入り禁止又は当該場所で
作業を行う時間帯の制限等の措置

⑥ある業務請負会社が別の業務請負会社も使用す
る通路等に設けられた手すりを取り外す場合、
設備の安全装置を解除する場合等

　 ▼その旨の別の業務請負会社への連絡、必要な
災害防止措置についての指導等の措置

⑦ある業務請負会社が化学設備を開放し、当該化
学設備の内部に立ち入って修理を、別の業務請
負会社がその周囲で別の作業を行う場合

　 ▼化学物質等の漏洩防止に関する指導、作業を
行う時間帯の制限、法定の化学物質等の危険性
及び有害性等に関する情報の提供等の措置

⑧その他、元方事業者と業務請負会社及び業務請
負会社相互が混在作業を行う場合

　 ▼当該混在作業によって生ずる労働災害の防止
を図るために必要な措置

＊作業開始前に、特に作業にかかわる危険有害情

報の連絡とそれに関連した作業方法などの調整

は、労働災害防止上欠かせない。危険有害情報

と安全衛生措置をよく知っている元方事業者の

社員によって、作業開始前のミーティング時に

情報提供を行うとともに、危険予知、作業手順

の確認を相互に必ず行うことで効果を上げてい

るところが多い。

(3) 業務請負会社との協議を行う場の設置及び運営

　元方事業者は、業務請負会社との間において必
要な情報を共有し、共通認識を持つことが混在作
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という、いわゆる変更の管理が欠かせない。そ

のためには、元方事業者はもとより、業務請負

会社の巡視による現場の定期・不定期の観察が

必要である。巡視は独自に行うばかりではなく、

合同でも行うところが多い。大事なことは、巡

視の結果についての情報を相互に交換し、問題

箇所や改善箇所を相互で現認することである。

(5) 業務請負会社が実施する安全衛生教育に対す

る指導援助

　元方事業者は、必要に応じ、業務請負会社が行
う社員の雇入れ時教育、作業内容変更時教育、特
別教育等の安全衛生教育について、場所の提供、
資料の提供等を行うこと。
＊法定の安全衛生教育は、元方事業者が行う際に

業務請負会社にも呼びかけ、機会を同じにして

行うことが多い。また、業務請負会社の資格者

の十分な充足も安全衛生を確保するためには重

要なことである。そのため、元方事業者が作成

した安全衛生教育計画を年度最初の協議会や安

全衛生委員会で業務請負会社に示し、総合的な

安全衛生教育として取り組んでいるところもあ

る。

(6) クレーン等の運転についての合図の統一等

　元方事業者は、クレーン等の運転についての合
図の統一、事故現場等の標識の統一等、有機溶剤
等の容器の集積箇所の統一、警報の統一等を行う
必要があること。
(7) 元方事業者による業務請負会社の把握等

①業務請負会社の責任者等の把握

　元方事業者は、作業間の連絡調整、協議会の設
置運営等の円滑な実施のため、業務請負会社に対
し、請負契約の成立後速やかに、作業間の連絡調
整等を統括管理する元方事業者に属する者との連
絡等を行う責任者の選任状況及び安全管理者等の
選任状況を通知させ、これを把握しておくこと。
　また、新たに作業を行うこととなった業務請負
会社に対しては、業務請負会社が作業を開始する
こととなった日以前の作業間の連絡調整の措置、
クレーン等の運転についての合図の統一等及び協
議会における協議内容のうち、当該業務請負会社
に係る必要な事項を周知させること。

＊労働災害や火災など異常事態が発生した時の連

絡・通報体制の定めとそれに基づく連絡・通報

訓練は多くの事業場で行われている。その際、

連絡・通報網に業務請負会社の担当者名を記入

し、総合的に異常事態に対応できるようにして

いる。業務請負会社の安全衛生管理組織図を元

方事業者に提出してもらうことは当然のことと

して、部門ごとの元方事業者の監督者と業務請

負会社の責任者による定期的な連絡調整は特に

重要である。

②労働災害発生のおそれのある機械等の持込み状

況の把握（以下略）

(8) 機械等を使用させて作業を行わせる場合の措

置

　元方事業者は、業務請負会社に自らが管理権限
を有する機械等を使用させて作業を行わせる場合
には、当該機械等について、法令上の危害防止措
置が適切に講じられていることを確認するととも
に、当該機械等についてリスクアセスメントを実
施した場合には、リスク低減措置を実施した後に
見込まれる残留リスクなどの情報を当該業務請負
会社に対して提供すること。
　また、当該機械等の定期自主検査、作業開始前
点検等を当該関係請負人に確実に実施させるとと
もに、定期自主検査の結果、作業環境測定結果の
評価、社員の特殊健康診断の結果等により、当該
機械等の補修その他の改善措置を講じる必要があ
る場合は、当該業務請負会社に必要な権限を与え
改善措置を講じさせるか、又は元方事業者自らが
当該業務請負会社と協議の上、これを講じること。
＊リスクアセスメントの実施結果を相互に交換

し、リスクの特定における差異はないか、大き

いリスクは、リスク低減を実施することになっ

ているか、その方法は効果的かなどを確認する

ことが重要である。特に、新たな機械設備の残

留リスクの情報提供は重要で、その情報提供の

意義を理解してもらうためにも、業務請負会社

社員によるリスクアセスメントの実施は欠かせ

ない。そのため、リスクアセスメントを実施す

るための教育は、できるだけ一緒に行うことが

必要である。
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(9) 危険性及び有害性等の情報の提供

　元方事業者は、化学設備等の改造等の作業にお
ける設備の分解又は設備の内部への立入りを業務
請負会社に行わせる場合には、その作業が開始さ
れる前に、当該設備で製造し、取り扱う物の危険
性及び有害性等の事項を記載した文書等を作成し、
当該関係請負人に交付する必要があること。
(10) 作業環境管理

　元方事業者は、作業環境測定結果の評価に基づ
いて業務請負会社が実施する作業環境の改善、保
護具の着用等について、必要な指導を行うこと。（以
下略）
(11) 健康管理

　業務請負会社の社員の健康管理は当該業務請負
会社が行う必要があるものであるが、元方事業者
は、業務請負会社の社員の健康診断の受診率を高
めるため、自らの社員に対して実施する健康診断
と業務請負会社がその社員に対して実施する健康
診断を同じ日に実施することができるよう日程調
整する、業務請負会社に対して健康診断機関を斡
旋する等の措置を行うこと。また、元方事業者は、
必要に応じ、業務請負会社に対し健康管理手帳制
度の周知その他有害業務に係る健康管理措置の周
知等を行うこと。
＊作業環境管理も健康管理も法定事項である。元

方事業者の実施時期をあらかじめ周知して、業

務請負会社の安全衛生計画に実施時期を明記し

てもらい、必ず実施されるようにすることが望

ましい。
(12) その他請負に伴う実施事項

①仕事の注文者としての配慮事項

　元方事業者は、社員の危険及び健康障害を防止
するための措置を講じる能力がない事業者、必要
な安全衛生管理体制を確保することができない事
業者等労働災害を防止するための事業者責任を遂
行することのできない事業者に仕事を請け負わせ
ないこと。
　また、元方事業者は、仕事の期日等について安
全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条
件を付さないように配慮する必要があること。（以
下略）

②業務請負会社及びその社員に対する指導等

　元方事業者は、業務請負会社及びその社員が法
令の規定に違反しないよう必要な指導及び違反し
ていると認められる場合における必要な指示等を
行う必要があること。
③適正な請負

　請負とは、当事者の一方が仕事の完成を約し、
相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約するものであり、元方事業者社員と業務請
負会社社員との間に指揮命令関係を生じないもの
であるが、元方事業者と業務請負会社の社員との
間に現に指揮命令関係がある場合（具体的には「労
働者派遣事業と請負により行われる事業との区分
に関する基準（昭和 61年労働省告示第 37号）」に
より判断される。）には、請負形式の契約により仕
事が行われていても労働者派遣事業に該当し、労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣社員の
就業条件の整備等に関する法律の適用を受けるこ
とになる。この場合、元方事業者は、当該社員に
ついて、同法に基づき派遣先事業主として労働安
全衛生法上の措置を講じる必要があること。

４．まとめ

　現在、正社員の 3,340 万人に対し非正社員は 1,663
万人で、労働者の 3人に 1人は非正社員であり、
この10年間で非正社員は620万人増えている。「危
険は待ってくれない」という、労働安全衛生の名
言をかりると、「働き方の多様化による災害発生
の芽の増大は待ってくれない」である。今回紹介
した対応策は、安全を担当する人がいないなど安
全衛生体制が作れない、労働安全衛生上の知識や
技能が不足ぎみである、危険、有害情報の元請事
業者からの伝達が不足するなどへの解決策であり、
正社員と同様の安全衛生環境を構築する上で欠か
せない項目である。大規模の事業所であれば、労
働安全衛生マネジメントシステムの中で対応策を、
中小規模の場合には、対応策の中の必要な項目か
ら、できるだけ早急に実行されることが期待され
る。
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損害保険業界および日本損害保険協会の諸事業や主な出来

事のうち、特に安全防災活動を中心にお知らせするページ

です。これらの活動等について、ご意見やご質問がござい

ましたら、何なりとお気軽に編集部あてお寄せください。

日本損害保険協会ホームページ： h吐p://www.sonpo.or.jp/ 

協会だより

・「高校教育資料J表紙イラスト・コンクール入

選者が決定しました。

当協会では、高校の先生方に授業やホームルー

ム等で損害保険を正しく指導していただくため、

損害保険の動向や関連情報などを中心にまとめた

情報提供誌「高校教育資料J（季刊）を作成してい

ます。 2007年度の本誌の表紙を飾るイラスト募集

に、全国の高校生の皆さんから 70校 1,305点の応

募作品が寄せられました。その中から、春・夏・秋・

冬の各号に掲載する 4点の入選作品が次のとおり

決定しました。

．阪神・淡路大震災から 12年、神戸市で環境講

座を開催します！

当協会では、地球環境保全活動を業界としての

社会的責任として捉え、様々な環境改善活動に取

り組んでいます。この一環として、毎年、様々な

分野の講師をお迎えして「損保協会環境講座」と

題した公開講座を開催しています。

通算43回目となる今回は、都市防災分野の第

一人者である総務省消防庁消防大学校消防研究

センタ一所長の室崎益輝先生をお招きして、「震

災と環境問題」を切り口に、阪神・淡路大震災で

起こった廃材・がれき処理の問題など、都市型震

災によって起こりうる様々な環境への影響につい

て、実例や今後の解決策を中心にご講演いただき

話~＂

号
、
急
・
？
4

ます。

どなたでもご参加し￥ただけますので、多数の

方々のお申し込みをお待ちしております。

夏号

福島県立福島西

高等学校 1年

金子美早紀さん

春号

浦和学院高等学校3年

瀬上彩香さん

Je 
川市

く開催概要＞

日時： 2007年 1月27日（土） 17:30～ 19:00 

会場：神戸商工貿易センターピル第 l会議室

（ポートライナー貿易センター駅下車すぐ）

師：総務省消防庁消防大学校消防研究セン

タ一所長室崎益輝氏

無料

講

＋町

会ζ号

郡山女子大学附属

高等学校1年

佐久間 タ貴さん

秋号

佐賀県立有田工業

高等学校1年

大石佳奈さん

参加費

く申込方法＞

参加ご希望の方は、 E-mailまたは FAXでお名

前、ご職業、ご連絡先を記載のうえ、総務人事部

総務グループ（Email:somu@sonpo.or.jp、FAX

03-3255-4250）までお申し込みください。

※本講座の詳細については、当協会ホームページ

(http:/ /www.sonpo.orお／）をご覧ください。 ・「そんぽ・消費者キャラパンJ全国各地で開催中！

当協会では、 2006年 1月に公表した「損害保険

の契約にあたっての手引（バイヤーズガイド）」を、
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より多くの消費者に知ってもらい、損害保険に対す

る理解を深めてもらうことを目的として、 2006年7

月14日の「そんぽ・消費者キャラパン in東京」の

開催を皮切りに、全国各地で説明会を実施しており

ます。

（開催済みの都道府県）

7/14 （金） 東京 9 /16 （土） 鹿児島

7128 （金） 埼玉 10/ 7 （土） 宮城

8/17 （木） 千葉 10/18 （水） 鳥取

8130 （水） 京都 10/26 （木） 能本

91 2 （土） 佐賀 11/ 1 （オぇ） 静岡

91 3 （日） 広島 ll/ll （土） 栃木

91 3 （日） 福岡 ll/14 （火） 岐阜

916 （水） 大阪 ll/18 （土） 長崎

919 （土） 茨城 ll/19 （日） 宮崎

91 9 （土） 宮城 11/25 （土） 福島

9/15 （金） 大分

9/15 （金） 大阪 ※2006年 ll月30日現在

当協会では、より多くの消費者の皆様に「損害

保険の契約にあたっての手引（バイヤーズガイド）J
を知ってもらうために精力的にキャラパンを開催し

ていきます。

•2006年度地震保険広報キャンペーンを実施します。

当協会では 1月13日（土）から l月21日（日）

を中心に、地震保険についての正しい理解と地震保

険の加入促進を図るため、テレビ、新聞、インター

ネット、車内広告などのマスメディアを利用して「地

震保険広報キャンペーン」を実施します。前号の本

誌でもご紹介させていただきましたが、 2006年9月
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に「赤防災ずきんちゃん」をイ

メージキャラクターとしてテレ

ビ、新聞、インターネット、ラ

ジオ、ポスター等の広告媒体を

使用した「地震保険広報キャン

ペーン」を実施しております。

今回も、前回に引き続き「赤防

災ずきんちゃん」をイメージキャラクターとして

使用し、 2007年 1月からスタートする地震保険料

控除制度により地震保険料が所得から控除されて、

税制上のメリットがあることの周知を行いながら、

地震保険への加入促進を図っていきます。

また、損保関係者がテレビやラジオに出演し、

地震保険加入への呼び、かけも行います。

・「交差点の危険フォーラム in兵庫」を開催！～

交通事故のない安全で安心な地域社会に向けて～

当協会では、神戸新聞社、全国地方新聞社連合

会と共催で、 2006年 10月25日（水）に、兵庫県

民会館（神戸市）において「交差点の危険フォー

ラム in兵庫」を開催しました。

本フォーラムは、交通事故が発生しやすい交差

点に焦点を当て、兵庫県内の交通事故の実態や事

故が多発する交差点の特徴とその対策について認

識し、ドライバーや歩行者の交通安全意識の向上

を目的に開催したものです。第 I部では、当協会

の交通安全対策の柱である「飲酒運転防止、エコ

安全ドライブ、事故多発交差点での事故防止Jの

3つの取組みについて説明し、第2部では、モー

タージャーナリストの菰田潔氏らによる対談で、

「事故を防ぐ 21世紀らしい安全運転の方法」につ

いて実演を交えて紹介しました。そして第3部で

は、「交差点での事故をなくすために」と題してパ

ネルデイスカッションを行い、幹線道路と生活道

路における交差点事故の違いや特徴的なパターン、

事故対策の課題等について活発な論議が行われま



した。当日は、行政関係者、警察関係者、地域の

交通安全リーダーなど約 280名の方が参加し、熱

心に聴講されていました。

当協会では、引き続き交通安全啓発活動を推進

していく予定です。詳しくは、当協会のホームペー

ジをご覧くださし＇ o

．全国市町村・離島に消防自動車を寄贈しました！

当協会は、地域の消防力の強化に貢献するため、

全国の市町村や離島に対し消防自動車等を寄贈し

ています。

全国の市町村へは 1952年度より寄贈をしてお

り、今年度も 20市町村に全自動小型動力ポンプ付

軽消防自動車を寄贈しました。また、地理的条件

から他の市町村からの協力が得られにくく、被害

が拡大する恐れがある離島に対しでも、 1982年度

から寄贈しています。今年度は、全自動小型動力

ポンプ付軽消防自動車5台、小型動力ポンプ 11台

を寄贈しました。これにより、全国の市町村と離

島への累計寄贈台数は、消防自動車が2,611台、小

型動力ポンプが490台となりました。

2007予防時報228

なお、離島への寄贈事業が、今年度で 25年目の

節目に当たることから消防庁、全国離島振興協議

会より当協会に対し感謝状が贈呈されました。

く寄贈先から寄せられた声＞

－「今まで消防車が入れなかった狭い村道や林道な

どでも機動力を生かした消火活動ができ、大変

ありがたい。」

－「防災・避難訓練への参加、防火教室、防火バレー

ドなど防火意識向上のために有効に使いたい。」

・「防災フェア 2007in東京jを開催します！～

自然災害への備えや防災教育の重要性を訴えか

けます～

当協会は、内閣府および防災推進協議会と共催

で「防災フェア 2007in東京」を 1月20日（土）－

21日（日）に、ベルサール九段（千代田区・九段下）

および損保会館（千代田区・淡路町）において開

催します。

同フェアは、災害被害を軽減し安全で安心な地

域社会を実現するため、地域が一体となって自然

災害への備えや防災教育の重要性を認識し、取り

組むことを目的としています。 1月20日（土）午

前の第一セッションでは、自然災害に強い社会の

構築を目指した「自然災害フォーラム」を、午後

の第二セッションでは、当協会の防災啓発活動の

柱である「ぼうさし寸菜検隊フォーラム」を開催し

ます。また、 21日（日）には、防災ボランテイア

と参加者との交流や意見交換を目的とした「防災

第2窃 iまうさい探検隊フォーラム
主a看
守，.
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とボランティアのつどい」が予定されています。

詳細につきましては、生活サービス部Np 0・

防災グループ（T E L : 03-3255-1294 e-mail:npo@ 

践用シールを作成しま

した。

「飲みま宣言ドライ
業第？ニニ::tアa.. 

sonpo.or.Jp）までお問い合わせください。 パー」とは、宴会など

の主催者や飲食店が、 I/
．わかりやすくなった「バイヤーズガイド」をお 車で帰宅する予定の

読みください！ ! 参加者やお客さまにド

当協会では、 2006年． ． ライバーであることが

1月に作成した「損害保

険の契約にあたっての手

ヲIJ （以下「バイヤーズ

ガイド」）を、消費者の

皆さまからいただいたご

意見を取り入れて、この

たび改定いたしました。

「バイヤーズガイドJ
は、消費者の皆さまが安

心して損害保険をご契約

損害保践の華道約に
あたってのさ手芸i

合講

義
会

な呂事録陸軍普段融当臨轟

いただけるように、基本的なことや特にご注意い

ただきたいことをまとめたもので、契約にあたっ

て注意すべき情報を積極的に開示しています。

読みやすいデザインと、わかりやすい表現を工

夫しましたので、損害保険の契約を検討中の方、

継続をお考えの方も気軽にご活用ください。

損保業界では、昨年来から、保険金の支払い漏

れなどにおいて、ご契約者や関係の皆様に多大な

るご迷惑・ご，L、配をおかけしておりますが、 1日

も早く消費者をはじめ広く社会からの信頼を回復

するための具体的取り組みの lっとして、「バイ

ヤーズガイド」の作成、改定をおこなっています。

入手方法等は、当協会ホームページをご覧下さい。

・「飲みま宣言ドライバー」を実践してみません

か？

当協会では、取り組みを進めている飲酒運転防

止対策の一環として、『「飲みま宣言ドライパー」実

施マニュアル』（A5判小冊子 ・6ページ）と、実
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一日でわかるバッジや

シールをつけてもらう

運動です。車で帰ることをアピールすることによ

り、ドライパーは「お酒を飲んではいけない」と

いう自覚が促されるほか、周りの人にもドライパー

にお酒を勧めないよう配慮してもらうことができ

ます。

今回、職場の宴会や飲食店などで実際に活用し

ていただけるシールも用意しました。また、ネー

ムタグに入れてお使いいただけるツールも当協会

ホームページからダウンロード可能です。

新年会等でお酒を飲む機会が多い季節は、毎年

飲酒運転による事故が多発する傾向にあります。

本マニュアルの実施例などを参考に、この「飲み

ま宣言ドライバー」の運動を広げていただき、悲

惨な飲酒運転事故が少しでも減少することを期待

します。

入手方法等、詳しくは業務企画部企画・安全技術

グループ（03-3255-1942）までお問い合わせ下さい。

訂正のおしらせ

本誌227号に以下の誤りがありましたので訂正し

ます。・41ページ右段 19、22行目

正： kW/m2

誤： kW/cm

es2ページ＜寄贈本の紹介＞欄 12～ 13行目

正：地域防災研究所（TEL: 045-844-2885) 

誤：地域防災研究所東京事務所

(TEL : 03 5157『5544)



2006 年７月・８月・９月 ●８・25　福岡県福岡市の「海の中
道大橋」でRV車が乗用車に追突さ
れ、道路左脇のガードレールを突き
破り博多湾へ転落。幼児 3人死亡、
2人負傷。飲酒とスピードの出し過
ぎが原因。
●８・28　大阪府豊中市で軽乗用車
が道路左脇の標識に接触後、名神
高速道路のコンクリート製橋脚に衝
突、大破。3人死亡、1人負傷。
●９・14　長野県阿智村の中央自動
車道で、大型トラックや乗用車など
17台が絡む多重衝突事故。（グラビ
アページへ。）
●９・17　長野県千曲市の国道 18
号篠ノ井橋南交差点で、乗用車が中
央分離帯の信号柱に衝突、車体は二
つに折れて大破。高校生 3人死亡、
2人負傷。
●９・25　埼玉県川口市の市道で、
散歩中の私立小鳩幼稚園の園児と保
育士の列にワゴン車が後ろから突っ
込む。4人死亡、17人負傷。わき見
運転。

●７・15　甲信越、九州などで梅雨
前線の活発化に伴う豪雨により、土
砂崩れや土石流などの被害。長野県
箕輪町で天竜川決壊、住宅浸水、交
通混乱。「平成 18 年 7 月豪雨」。30
人死亡、72人負傷。
●９・16　八重山・先島諸島、九州
などで台風 13 号による被害。暴風
雨、竜巻、鉄砲水、各地で停電。10
人死亡、435人負傷。

●７・31　埼玉県ふじみ市の市営
「ふじみ市大井プール」で小学 2年
女児が流水プール側面の給水口に吸
い込まれる。1人死亡。
●８・14　東京都、神奈川県、千葉
県で大規模停電。鉄道の運休、信号

● 7・10　群馬県伊勢崎市の木造 2
階建て住宅から出火。約 140m2 の
うち 2階部分約 70m2 焼失。母子 3
人死亡。
●８・15　千葉県船橋市の木造 2階
建て住宅から出火。約 120m2 全焼。
5人死亡。
●９・28　東京都千代田区の JR東
京駅の変電所と信号通信機器室で火
災。信号系統への送電停止、京葉線
全線運休。ブレーカーの不具合が原
因。21万 6,000 人に影響。

●７・23　長野県須坂市の国道 406
号の交差点で、大型トラックと軽乗
用車が出会い頭に衝突。軽乗用車の
高校生など男女 4人死亡、1人負傷。
●８・13　北海道別海町の国道 272
号で、乗用車同士が正面衝突。双
方の車に乗っていた男女 4人全員死
亡。
●８・21　広島県三原市の山陽自動
車道下り線で、自損事故で横転した
乗用車に後続のトラック 2台が次々
に追突。乗用車大破。3人死亡、1
人負傷。

停止、エレベータ閉じ込め多発。旧
江戸川にかかる送電線にクレーン船
が接触したのが原因。

●７・３　スペイン・バレンシア市
で地下鉄が脱線。41 人死亡、47 人
負傷。スピードオーバーと車輪損傷
が原因か。
●７・７　中国・山西省の民家で火
災、約 200 人の住民が救援に駆けつ
けたところで、個人が貯蔵していた
爆薬が爆発。47 人死亡、20 人以上
負傷。
●７・８　ケニア・ナイロビの塗
料工場で、始業のためスイッチを入
れたとたんに装置が爆発、炎上。11
人死亡。原因はショート。
●７・９　ロシア・シベリアでモ
スクワ発のシベリア航空機エアバス
A310 型機がイルクーツク空港への
着陸に失敗、滑走路をオーバーラン
して駐車場ビルに突っ込み、爆発・
炎上。124 人死亡、70人以上病院へ
搬送。
●７・11　アメリカ・シカゴで地下
鉄が脱線し、車両下から火災発生、
煙充満。150人負傷。
●７・14　中国・広東省、湖南省で
熱帯低気圧（台風 14号）による洪水、
土石流で家屋倒壊、流失。台湾、フィ
リピンでも被害。518人死・不明。
●７・17　インドネシア・西ジャワ
州などで地震。M7.7、深さ 10km。
パガンダランで津波、ホテルや民家
破壊。989人死・不明。978人負傷。
●７・28　中国・江蘇省の化学工場
で爆破。50人死亡、29人負傷。
●７・29　インドネシア・ジャワ島
東部の中国との共同事業体の製油所
で爆発。150 人死亡。漏れたガスを
燃やしてしまおうと着火した際に失
敗。
●８・５　パキスタン・モンスーン
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で増水した川に架かる橋が崩れ、橋
の上にいた約 200 人の通行人や見物
人と車数台が流される。60人死・不
明。
●８・６　エチオピア。雨季に中央
高地に豪雨が降り、東部や南部の川
が氾濫、大規模洪水が発生。スーダ
ン、ソマリアでも被害。626 人死・
不明。
●８・10　中国・逝江省、福建省で、
過去 5年以内で最強の時速 200mの
瞬間風速を記録した台風 8号により
家屋倒壊 5万戸、漁船沈没 1,000 隻。
419 人死・不明。
●８・21　スペイン・ビリャダでフ
ランス・アンダイユ行き特急列車
（426 人乗り）が脱線。6人死亡、38
人負傷。
●８・21　エジプト・カリューブ駅
近くで停車していたカイロ行き列車
に、同じくカイロ行きの列車が追突、
4車両脱線転覆・火災。58 人死亡、
140人負傷。
●８・22　ウクライナ・ドネツク北
郊で、ロシア南部の黒海沿岸の保養
地アナバからサンクトペテルブルク
に向かっていたロシア・プルコボ航
空 612 便ツポレフ 154 型機が墜落・
炎上。171人死亡。
●８・27　アメリカ・ケンタッキー
州のブルーグラス空港近くでレキシ
ントン発アトランタ行きコムエアー
のボンバルディアCRJ100 型旅客機
が離陸直後に墜落・炎上。49人死亡、
1人負傷。
●９・１　イラン・マサド空港に着
陸しようとしたイランエアーツアー

ズ 148 人乗りツポレフ 154M型機の
前輪タイヤが破裂し、滑走路をそれ
て炎上。28人死亡。
●９・６　インド・炭鉱の地下
460mの坑内でガス爆発。メタンガ
ス発生のため救助遅れる。5人脱出。
54人死・不明、5人負傷。
●９・７　ロシア・チタ州の金鉱で
火災。33人死亡、15人負傷。
●９・16　スイス・40年前にできた
対面交通のトンネル内でバスと乗用
車が正面衝突・炎上。6人死亡、6
人負傷。
●９・20　カザフスタン・炭鉱でメ
タンガス爆発。300人脱出、41人死・
不明。
●９・22　ドイツ・ラーテンで実験
走行中のリニアモーターカー「トラ
ンスラピット」が軌道上の作業車両
と衝突。（グラビアページへ。）
●９・23　ネパール・グンジャ村付
近に 24 人乗りロシア製Mi-17 ヘリ
コプターが墜落。24人死亡。
●９・29　ブラジル・北東部パラ州
上空で、マナウス発ブラジリア行き
のボーイング 737 型旅客機（乗客・
乗員 155 人）が小型ジェット機と接
触後マトグロソ州に墜落。155 人死
亡。
●９・30　カナダ・モントリオール
近郊で、高架橋の片側車線 3車線と
歩道部分が 20mにわたって崩れ落
ち、下の高速道路を走行中の車 2台
が下敷きに。5人死亡、6人負傷。
●９・30　ナイジェリア・豪雨によ
りダムの水位が許容量をこえたため
決壊、下流の住宅約 1,500 戸流失。

昭和
25年

　３年ぶりに予防時報の企画・編集に
携わることになりました。改めて、こ
こ数年の事故を見てみると、福知山線
の脱線事故に象徴されるヒューマンエ
ラーによるもの、自然災害による被害
の巨大さなど、これまでにもあった事
故が目立ちます。一方、新会社法施行
による企業への要求など、大きな社会変
化も始まっています。
　予防時報は常に一歩先を見た安全・
安心な社会作りのために貢献していき
たいと思います。                      （田和）
　総務省消防庁の統計によると、2005
年１年間で最も火災の多い時期を四半
期ごとに見ると、４月から６月がトッ
プで 28.5％、次いで１月から３月が
26.4％となっています。この時期は空気
が乾燥して火災が発生しやすくなって
います。火の元には充分注意しましょ
う。                                        （阿見）
　あけましておめでとうございます。
2006 年も様々な事件、事故が相次ぎま
した。社会全体に広がる安全を求める
声を継続的な意識啓発へつなげること
が必要だと感じています。ますますこ
の機運が広がることを願いつつ、今年
も「予防時報」をお届けしてまいります。
                                             （山本）

  

ホームページ　http://www.adic.rise.waseda.ac.jp/adic/index.html
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ドイツでリニア衝

2006年9月22日午前 10時（日本時間午後5時）、

ドイツ北西部のオランダ国境に近いラーテン近くで、

リニアモーターカ一「トランスラビットjが、軌道上

に停止していた作業車と衝突、 1両目の前部が作業

車の後部にめり込む形で大破した。リニアには、運

転士と見学者計31人が乗っており、このうち 23人

が死亡し、作業車の2人を含め 10人が重軽傷を負っ

たO

作業用車両は、毎朝軌道清掃作業を行っているが、

作業が終了して軌道を離れてから業務終了を指令セ

ンターに連絡し、センターがリニアモーターカーに

発車を指令する手順になっていた。そのため指令セ

ンターと作業用車両の聞に何らかの連絡ミスがあっ

たと見られている。

写真は、 ドイツ北西部のラーテン近くで起きたリ

ニアモーターカー衝突事故の現場

⑥ロイター・サン
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2006年 10月17日午前9時35分（日本時間午後4時35分）、 務の女性（44）カず重態になったほか、旅行者3人が軽傷を負っ

ローマ中心部の地下鉄A線のビットリオ・工マヌ工レ駅で、停 た。乗客の証言などから、運転士の赤信号見落としか、信号シ

車中の車両に後方から走行してきた別の車両が追突した。この ステムの異常が原因と見られている。

事故で 1人が死亡し、 137人が負傷した。 写真は、口ーマ・地下鉄工マヌ工レ駅の衝突事故車両

なお、日本人もこの事故に巻き込まれ、口ーマの旅行会社勤 ⑥ロイター・サン



I 国内史上最強の竜巻、 9人死t:29人負傷l
2006年 11月7日午後 1時20分

ごろ、北海道佐呂間町の若佐地区で竜

巻が発生、「新佐自問トンネjレ」の工

事事務所や宿舎、付近の民家などが直

撃され、工事関係者など 9人が死亡、

29人が重軽傷を負った。住家被害37

棟（全壊7、半壊7、一部破損 24）、

非住家被害39棟の大きな被害となっ

た。（消防庁第 11報）

なお、 9月 17日には宮崎県延岡市

でも竜巻により 3人が死亡、 11月9

日には北海道奥尻町（奥尻島）で竜巻

による被害を受けたO

写真は、竜巻で破壊された北海道佐

呂間町の工事事務所

⑥毎日新聞社
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2006年9月 14日午前 1時ごろ、

長野県阿智村の中央道下り線で大型

卜ラックが何らかの理由で横向きに

止まったところへ後続の車両 16台が

次々に衝突する多重衝突事故が発生し

た。この事故で 4人が死亡し、 10人

が重軽傷を負い病院へ搬送された。

現場は以前から事故が多発する「魔

のカーブ（半径 300m)Jといわれる

下り坂で、事故当時は雨カず降り、路面

がつるつるの状態だったという。

写真は、多数の死傷者が出た長野県

阿智村の中央自動車道多重衝突事故現

場I

⑥毎日新聞社
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・刊行物 （有料のものと無料のものがあります。また送料開I］途ご負担いただいております。）

交通安全関係

・交差点の危険 ～事故が多発する交差点 その原因と対策は～ ・企業における効果的な交通安全対策構築に関する調査・研究報告書

（東京都版・兵庫県版） 圃自動車保険データにみる交通事故の実態

・飲酒運転防止マニュアル ・企業の自動車事故防止・軽減に資する手法の調査・研究報告書

・「飲みま宣言ドライパーjマニュアル ・交通事故死傷者の人身損失額と受傷状況の研究

・交通安全情報源ファイル ・交通事故被害者の受傷状況についての分析し E
・企業における交通安全対策の現状 ・車両形状別・シートベルトの分析報告書

安全技術関係

・予防時報 ｛季干IJ} ・自然災害被害の防止・軽減に資するための調査・研究報告書

・洪水ハザードマップと防災情報に関する調査報告書 ・病院における医療安全対策に関する調査・研究報告書

・洪水ハザードマップ集 ・建物の耐震技術に関する悶査・研究報告書

・東海豪雨そのとき企業は ・企業のリスクマネジメントに関する調査・研究報告書

・災害に負けない企業づくり ・工場防火に関する翻査・研究報告書

園危険物と産業災害 ・建物の火災被害想定に関する調査・研究報告書

・地震と産業被害 ・工場・倉庫建物の強風対策に関する調査・研究報告書

・世界の重大自然災害 ・海外安全法令シリーズ （No.1～13) 
・世界の重大産業災害

。交通安全・安全技術開系の干I]~瑚につきましては、当協会業務企画部企画・安全技術引i,--プ口E 佃：）3255-139司までお問い合わせ下さい。

災害予防関係

• rぼうさい探検隊J侵業実践の手引きト ・災害絵図集 ー絵で見る災害の歴史ー

・災害と事放防止のハンドブック ・ドリルDE防災PartII 

・津波防災を考える 一災害からあなたを守る国語 ・算数・理科 ・社会一

・火山災害と防災 •NP Oのためのリスクマネジメント

。災害予防関係の刊行物につきましては、当協会生活サ ビス部 NPO・防災グループ［TEL.(03) 3255-1294］までお問い合わせ下さい。

・ビデオ
交通安全関係

・ザ・チャイルドシート〔29分〕 ・ザ・シートベルト2 〔22分〕

・シニアドライパ一 一急増する高齢ドライパーの事故ー（35分〕 ・交差点事故を防ぐ〔18分〕
・ザ・シートベルト（37分〕 ・追突ー混合交通の落とし穴〔27分〕

災害予防関係

・津波版 『lまうさい探検隊JCD-ROM （日）（茶）〔10分〕 ・その時きみはつ 一良太とピカリの地震防災学ー〔19分〕
・カードゲームlまうさいダック～自分の身は自分で守ろう～〔17分］ 薗住宅火災 あなたの家庭は大丈夫？ 〔205ナ〕
・わがまち再発見＇ Iまうさい探検隊〔22分〕 ・住宅火災から学ぶ（25分〕
圃市民防災力の強化を目指して〔105分〕 圃うっかり家の人々ー住宅防火診断のすすめー〔20分〕
•NP 0・NG O運営上のリスクとその対処〔20分〕 ・うっかり町は大騒ぎー住宅防火診断のすすめー〔20分］
・開国迫る ！日本の機械安全一国際安全規格IS012100ー〔26分〕 ・うっかり町の屋根の下住宅防火のすすめー［25分〕
・自然災害を知り備える一平成の災害史ー［25分〕 ・地震！その時のために 家庭でできる地震対策ー〔28分〕
・風水害に備える〔21分〕 ・地震！ I Tニックを避けるために ｛手話あり） (23分〕

・河川災害の教司II〔24分〕 ・検証 . 91台風19号 （風の傷跡） 〔30分〕
・家族でガッ子ン住宅防火〔25分〕 ・日本で過ごすあなたの安全 英語版〔13分〕
・家族de防火〔20分〕 ・火山災害を知る（日）｛芙）〔25分〕

。交通安全・災害予防関係ビデオは、講演会や座談会などにご利用下さい。

ビデオについては、上記記載の他多数用意しております。

詳細l立当協会生活サービス昔日 NPO・防災グループ［TEL(03) 3255-1294）までお問い合わせ頂くか、当協会ホームページでご舷認下

さい。 （一部のビデオは実費で頒布しております。）

なお、当協会各支部［下記参照］にて、無料貸し出しもしております。

当協会各支部連絡先
北海道＝（011)2313815 東北＝(022) 221-6466 関東＝(03)3255-1450 静岡＝(054)252-1843 北陸＝(076)221-1149 
名古屋＝(052)97ト1201 近 畿＝(06) 6202-8761 中国＝(082) 247 4529 四 国＝(087)851お44 九州＝(092) 771-9766 
沖縄＝(098) 862-8363 
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損害保険の契約に
あたっての手引
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訳日本領害保険協会

昨年 1月に作成した「損害保険の契約にあ
たっての手引」 (1 tイヤーズガイド）を、消

費者の皆さまからいただいたご意見を取り入
れて、このたび改定いたしました。

バイヤーズガイドは、消費者の皆さまが安
心して損害保険をご契約いただけるように、
基本的なことや特にご注意いただきたいこと
をまとめたもので、契約にあたっての注意喚
起情報を積極的に開示しています。

入手方法等詳細については、当協会ホーム
ページ（http://www.sonpo. or. jp）をご覧下

さい。

かけがえのない環境と安心を守るために

（社）日本損害保険協会はIS014001を認駈取得しています固

JOA-EM I 791 

日本損害保険協会の安全防災事業

交通安全のために
・飲酒運転防止啓発活動
・交通安全啓発のための広報活動
．交通安全推進ビデオの販売・貸出
・交通安全教育事業への協力
・救急医療体制整備の援助
・交通事故防止機器材の寄贈

災害予防のために
・消防資機材の寄贈
・防火標語の募集・防火ポスターの寄贈
・防災リーダー養成講座の開催
・防災ピデオの貸出
・防災教育の推進

安全防災に関する調査・研究活動
交通事故、火災、自然災害、傷害、賠償責
任等さまざまなリスクとその安全防災対策
について、調査研究活動を進めています。

紋 日本損害保険協会
干10ト8335 東京都千代田区神田淡路町会9

電話03(3255)1397（業務企画部企画・安全筏術ゲJレ ブ）

http: //www sonpo. or. JP 

あいおい損保

朝日火災

共栄火 災

ジェイア イ

スミセイ損保

セコム損害保険

セゾン自動車火災

ソニー損保

損保ジヤ I ~ ン

そんぽ 2 4 

大 同 火災

東京海上日動

トーア再保険

日 新火災

ニッセイ同和擾保

日本興亜領保

日本 地 震

目立キャピヲル損保

富 士 火災

三井住 友海上

三井ダイレク卜

明治安田損保

（社員会社50音順）

2007年1月1日現在
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